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１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基盤の整備

1

宇都宮地方気象台○指定河川洪水予報の予測時間延長【具体事例】

１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基盤の整備
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宇都宮地方気象台

「危険度分布」の危険度を発表条件に加えることで、災害発生の危険度が急激に
上昇し、速やかな安全確保が必要な状況となっていることが伝わるように改善。

○記録的短時間大雨情報の改善

災害発生の危険度が急激に上昇し、速やかな安全確保が必要な状況となっていること
を適切に伝えられるように、記録的短時間大雨情報を、当該市町村が警戒レベル４相
当の状況となっている場合にのみ発表。

【具体事例】



１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基盤の整備
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宇都宮地方気象台○顕著な大雨に関する情報

■線状降水帯がもたらす降り続く顕著な大雨への注意喚起

●位置づけ～情報のコンセプト～

※この情報は警戒レベル相当情報を補足する情報 ＝ 警戒レベル４相当以上の状況で発表。

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降水帯により、
非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている状況を「線状降水帯」というキーワード
を使って解説する「顕著な大雨に関する情報」を提供。

【具体事例】

１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基盤の整備
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宇都宮地方気象台○「台風の暴風域に入る確率」の 発達する熱帯低気
圧の段階からの提供

「台風の暴風域に入る確率」について、24時間以内に台風に発達すると見込まれる熱帯低気圧の段
階から提供。気象庁ホームページのコンテンツ「台風情報」では、台風及び発達する熱帯低気圧につ
いて、確率の分布表示（下の表示例の左図）や地域ごとの時間変化（下の表示例の右図）を表示。

【具体事例】



１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備

5

宇都宮市

【具体事例】

・情報伝達体制の強化を図るため，令和元年６月から防災ラジオの運用を開始してお
り，令和３年度についても広報誌や地域の方々が集まる会議や出前講座等の機会を
活用し，普及促進を図っており，着実に利用者が増加している。

○防災ラジオの整備

１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備

那須塩原市

【具体事例】

・防災情報伝達体制の強化を図るため、新たな防災情報伝達システムの整備
を実施。併せて、携帯端末操作が苦手な高齢者や障がい者等への確実な情報
伝達手段として戸別受信機（防災ラジオ）の導入。

○防災ラジオの整備
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１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備
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さくら市

【具体事例】

・防災行政無線の戸別受信機貸出を実施
防災無線子局より500m以上離れているなど一定条件を満たす世帯から申請により

無償貸与

○防災無線戸別受信機無償貸与事業

戸別受信機 令和３年１２月に避難行動要支援者に周知

１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備

8

高根沢町

【具体事例】

○戸別受信機の無償貸与等により避難行動の促進

・屋外拡声子局での防災無線の放送に加えて避難行動要支援者に対して戸別受信機を無償貸
与しています。避難に時間がかかる方へ情報提供を迅速に行い避難行動を促進します。

○避難所間の情報ネットワークを利用した訓練

・令和３年３月に整備した町役場と町内16カ所ある指定避難所で情報ネットワーク
を利用した災害対応訓練を行う予定でしたが新型コロナ感染拡大防止のため延期
しました。

無償貸与の戸別受信機



１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
水防活動を支援するための水防資機材の配備（新技術活用も含め）及び適切な管理

栃木県

【具体事例】
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○出水期前に関係自治体、消防等と連携し、土木事務所が管理する水防
倉庫の点検（資機材の備蓄状況確認）を実施

■真岡土木の点検状況（5/25）

■烏山土木の点検状況（5/28）■安足土木の点検状況（5/26） ■大田原土木の点検状況（5/26）

■鹿沼土木の点検状況（5/25）■日光土木の点検状況（5/24）

１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
簡易水位計やCCTVカメラ等の検討・設置

栃木県

【具体事例】

※『川の水位情報』サイトにより閲覧可能

【URL】 https://k.river.go.jp

QRコード 10

危機管理型水位計設置箇所図（R3年度設置）

設置箇所一覧（19河川、19箇所）

○危機管理型水位計の設置

・令和元年東日本台風を踏まえ、危機
管理型水位計を19河川19箇所に増設。

市町名 地先 市町名 地先

1 利根川水系 赤津川 栃木市 永宮橋 11 那珂川水系 逆川 茂木町 逆川橋

2 利根川水系 逆川 栃木市 真上橋 12 那珂川水系 神井川 茂木町 激特橋

3 利根川水系 思川 栃木市 小倉橋 13 那珂川水系 鮎田川 茂木町 下橋

4 利根川水系 荒川 栃木市 北橋 14 那珂川水系 塩田川 茂木町 増井橋

5 利根川水系 江川 栃木市 下車橋 15 那珂川水系 深沢川 茂木町 飯島橋

6 利根川水系 蓮花川 栃木市 江戸尻橋 16 利根川水系 大川 芳賀町 下久根橋

7 利根川水系 江川 真岡市 鬼越橋 17 那珂川水系 荒川 塩谷町 荒川橋

8 利根川水系 五行川 真岡市 横田橋 18 利根川水系 冷子川 高根沢町 新冷子川橋

9 那珂川水系 相の川 大田原市 小滝大橋 19 那珂川水系 久那川 那珂川町 都橋

10 利根川水系 姿川 下野市 関沢橋

NO 水系名 河川名
設置予定箇所

NO 水系名 河川名
設置予定箇所



１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
簡易水位計やCCTVカメラ等の検討・設置

栃木県

【具体事例】
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簡易型河川監視カメラ設置箇所図（R3年度設置）

設置箇所一覧（25河川、29箇所）

○簡易型河川監視カメラの設置

・令和元年東日本台風を踏まえ、簡易型
河川監視カメラを25河川29箇所に増設。

※『川の水位情報』サイトにより閲覧可能

【URL】 https://k.river.go.jp
QRコード

市町名 地先 市町名 地先

1 利根川水系 赤津川 栃木市 本所橋 16 那珂川水系 坂井川 茂木町 松本橋

2 利根川水系 柏倉川 栃木市 種入橋 17 那珂川水系 神井川 茂木町 激特橋

3 利根川水系 思川 栃木市 小倉橋 18 那珂川水系 鮎田川 茂木町 下橋

4 利根川水系 荒川 栃木市 北橋 19 那珂川水系 塩田川 茂木町 増井橋

5 利根川水系 江川 栃木市 下車橋 20 那珂川水系 深沢川 茂木町 飯島橋

6 利根川水系 蓮花川 栃木市 江戸尻橋 21 利根川水系 松川 塩谷町 石尊橋

7 利根川水系 五行川 真岡市 横田橋下流 22 那珂川水系 巻川 大田原市 二本松橋

8 利根川水系 五行川 真岡市 昭和橋 23 那珂川水系 荒川 塩谷町 落合橋

9 利根川水系 江川 真岡市 亀山橋 24 那珂川水系 権津川 那珂川町 三輪橋

10 利根川水系 江川 真岡市 鬼越橋 25 那珂川水系 武茂川 那珂川町 大鳥橋

11 利根川水系 姿川 下野市 関沢橋 26 那珂川水系 箒川 那須塩原市 堰場橋

12 利根川水系 小貝川 益子町 石岡橋 27 那珂川水系 熊川 那須塩原市 旭橋

13 利根川水系 小貝川 市貝町 小貝川大橋 28 那珂川水系 江川 さくら市 宮下橋

14 利根川水系 野元川 芳賀町 野元橋 29 那珂川水系 奈良川 那須町 石淵橋

15 那珂川水系 坂井川 茂木町 正明寺橋

NO 水系名 河川名
設置予定箇所

NO 水系名 河川名
設置予定箇所

１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化

小山市

【具体事例】
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また、新庁舎６階に災害対策本部室を設け、災
害時における気象や河川情報等を収集し、スクリ
ーン等に表示することで情報を共有、迅速な市民
への避難情報等の発信が自動で出来るシステム
を構築しました。

令和３年度の市役所新庁舎建設において、災害
時に活動拠点施設として機能を維持できるように
免震構造とし、停電時における災害対応業務に72
時間対応できる非常用自家発電設備を屋上に設
置完了しました。



１）ハード対策の主な取組

■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

○具体的な取組
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電装置等の耐水化

栃木県

【具体事例】 ○ダムの放流警報設備等の改良・耐水化に着手
①大雨時において、ダム下流河川の住民等に放流に関する情報を的確に伝えるた

め、放流警報設備１基の改良や放流情報表示板３基を追加した。
②浸水の可能性がある放流警報設備15基を耐水化した。
③ダム下流河川の住民等に対し、放流に関する情報をより確実に伝えるため、放流

警報設備5基を追加した。

②放流警報設備の耐水化

対
策
後

例

③放流警報設備の追加

寺山ダム 木幡放流警報設備【新設】（矢板市木幡）

対
策
後

塩原ダム 平沢放流警報設備（大田原市平沢）塩原ダム 宇都野Ⅱ放流警報設備（那須塩原市宇都野）

設備の嵩上げ

①放流情報表示板を追加
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップの作成・周知

【具体事例】

宇都宮市

2021年 5月 洪水ハザードマップ改訂版（以下，「改訂版」という）を公表
2021年 6月 各地区市民センターにて改訂版を配架
2021年 6月～8月 連合自治会に説明会を実施（11地区）
2021年 7月～8月 対象区域住民に改訂版を全戸配布
2021年 8月～9月 「総合治水・雨水対策に関するパネル展」開催（市有施設5か所）
年間を通じて 防災出前講座や市広報紙，ホームページ，ツイッター等による周知啓発

○ハザードマップの改訂版を作成し，地元説明会やパネル展等による周知啓発を実施

・大型化した台風などによる河川の氾濫に際し，市民の的確かつ迅速な避難行動につなげること
を目的に，浸水区域に該当する全戸にハザードマップを配布したほか，地元説明会や各種広報活
動等を通じ災害リスクについて市民に広く周知啓発を行った。

14



車中避難場所の掲載

４ヵ所 15

○新ハザードマップの発行

令和３年８月、最新の洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒区域などを反
映した洪水・土砂災害ハザードマップを発行した。足利市

【具体事例】

想定最大規模降雨の反映

①渡良瀬川
②桐生川（国管理部分）
③桐生川（群馬県管理部分）
④旗 川（国管理部分）
⑤旗 川（栃木県管理部分）
⑥矢場川（国管理部分）
⑦袋 川
⑧松田川（ダム下流域）
⑨利根川

浸水リスク想定図の反映

①名草川
②出流川
③姥 川
④矢場川（栃木県管理部分）
⑤小俣川
⑥清水川
⑦尾名川

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップの作成・周知

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップの作成・周知

○洪水・土砂災害ハザードマップの改定

・出流川、菊沢川、三杉川、彦間川、小曽戸川、秋山川（上流）の浸水想定区域
及び浸水深を追加

・土砂災害（特別）警戒区域の追加及び見直し等
・改訂内容をまとめた説明動画を動画投稿サイトに掲載

佐野市

【具体事例】

令和３年度佐野市洪水・土砂災害ハザードマップ ハザードマップの解説動画
（YouTubeに掲載中） 16



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

17

○矢板市浸水リスクハザードマップの作製

・新たに浸水リスク想定図が作成された中川・江川について、防災ハザードマップと
は別に浸水リスクハザードマップを作成した。

矢板市

【具体事例】

○具体的な取組
想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップの作成・周知

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップの作成・周知

○ハザードマップの改定

・洪水浸水想定区域、浸水リスク想定図、ダム下流域浸水想定図
・土砂災害警戒区域
・雪崩危険箇所
・ため池浸水想定区域 等掲載

那須塩原市

【具体事例】

18



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップの作成・周知

19

○ハザードマップ改定

・江川（烏山）・木須川浸水リスク想定図反映
・土砂災害警戒区域の２巡目指定反映
・大規模盛土造成地、ため池ハザードマップ、大雨時冠水危険箇所、

AED設置施設（公共施設）等掲載

那須烏山市

【具体事例】

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等の作成や氾濫シミュレーションの公表

○浸水リスク想定図（簡易的な洪水浸水想定区域図）の作成・公表

20

【具体事例】

栃木県 ・水害リスク情報の空白地帯の解消を図るため、洪水予報河川及び水位周知
河川以外の河川において、浸水リスク想定図を作成した。対象河川は、これ
までに浸水被害があった28河川とし、令和３年５月に公表した。

一級河川 思川の例



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避難等）の検討・周知（効果的なまるごとまち

ごとハザードマップの検討・周知を含む）

野木町

【具体事例】

・平成25年より河川氾濫時の想定浸水深を示した看板を設置
・町ハザードマップの更新に伴い、既設の看板29箇所の表示内容を更新
・新たに14箇所に看板を設置

○想定浸水深看板の更新及び新規設置

【表示内容】
・図記号
・想定浸水深
・内容説明

・水位の高さに
青テープを表示

21

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
要配慮者利用施設の避難計画の検討・作成及び管理者への周知・啓発

【具体事例】

宇都宮市

○関係部局が連携し，要配慮者利用施設への避難確保計画の作成・報告の支援
体制を構築している。

○ハザードマップの拡大等により，新たに対象となった施設について作成指導中。

22



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

23

○避難指示等に関する研修会の実施

栃木県

【具体事例】

○具体的な取組
避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し

□災害時の市町の初動対応のあり方や避難指示等の発令に関して、事例紹介やグループワ
ークを交えてより現実に即した理解を深めることを目的として研修会を開催した。

○実施時期
令和３年６月３０日（水）

○対象者
市町職員 ３２名

○実施内容
・適切な避難指示等についての座学研修
・過去の事例分析
・風水害時の対応シミュレーション等についての

グループワーク 等
○講師

（株）防災＆情報研究所

グループワークでの意見交換の様子

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○避難所運営に関する研修会の実施

栃木県

【具体事例】

○具体的な取組
避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し

□避難所の開設・運営のための平時からの準備や災害時の対応、避難所の感染症対策等に
関して、事例紹介やワークショップを交えてより現実に即した理解を深めることを目的
として研修会を開催した。

○実施時期
令和３年７月６日（火）

○対象者
市町職員 ２９名

○実施内容
・避難所の開設・運営に関する基礎知識に

ついての座学研修
・実際の避難所運営時の諸課題について

実践的に学ぶワークショップ
・感染症蔓延下の避難所運営について、

座学及びシミュレーションによる研修 等
○講師

（一社）減災・復興支援機構 避難所受付の訓練の様子
24



○市町長へダム放流情報に基づく避難情報等の発令判断を支援するため、
ダムの事象や情報提供等について説明

○具体的な取組
避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し

・さくら市長：令和３年６月14日
・日光市長 ：令和３年６月18日
・足利市長 ：令和３年７月１日

足利市長 説明状況

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

【具体事例】

栃木県
【関係市町】

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

日光市長 説明状況

※塩谷町、矢板市、那須塩原市、大田原市、那珂川町
には資料送付（令和３年６月３日）

25

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
自助、共助を目指した自主防災組織の充実

26

【具体事例】

宇都宮市 ■自主防災会連絡会議を令和３年７月１４日（水）に実施した。
【議事】・災害対策基本法の開設に伴う避難情報の変更について

・洪水・土砂災害ハザードマップの改訂について

■地域まちづくり推進協議会全体会議を令和３年９月２４日（金）に実施した。
【議事】・「宇都宮の防災」について

・意見交換会（研修会の感想，各地域での備え 等）

■全３９地区の各自主防災会に防災・安全対策に関する映像資料（ＤＶＤ）を配布し，自主防災会
役員や防災リーダーを対象とした研修を実施した。

■宇都宮市自治会連合会「非常災害対策特別委員会」
（令和３年１０月２６日開催）に参加

【議事】
・風水害時に優先的に開設する避難所について
・風水害時に市民の車両を守るための「車両退避場所」
の確保について

・宇都宮市防災地域活動保償制度の創設について

○自主防災組織の促進及び支援等の検討



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
自助、共助を目指した自主防災組織の充実

27

【具体事例】

宇都宮市

○宇都宮大学と協働で自主防災組織の避難訓練等を実施

■実施行政区：喜連川中央行政区自主防災組織
■内容：緊急時の連絡網の確認、避難訓練、黄色いハンカチ作戦（宇都宮大学「地域

プロジェクト演習」の学生が黄色いハンカチ作戦のリーフレットを作成。）
■参加者：自主防災組織、消防団、地域住民

※ 黄色いハンカチ作戦
避難をする際に自宅の玄関に黄色い
ハンカチ等の黄色い物を掲げることリーフレット（一部抜粋） 当日写真

○自主防災組織設立支援事業を活用し、自主防災会の設立を促進

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
自助、共助を目指した自主防災組織の充実

28

【具体事例】

鹿沼市

【開催日時】令和3年12月18日

【参加人数】約70名

【概要】自主防災組織の設立に至らない地区に対し、設立への機運を高めるため、

栃木県の「自主防災組織設立支援事業」を活用し、講演会を実施。

⇒その後、当該地区において、自主防災組織が設立された（令和4年1月25日）。



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
自助、共助を目指した自主防災組織の充実

29

【具体事例】

益子町

○地区防災計画策定会議の実施（生田目地区）

■実施日：令和３年３月２７日（土）～ 計８回実施
■会 場：益子町大字生田目地内 生田目公民館
・生田目地区の地区防災計画策定を目的とし、会議等を計８回実施
①3/27 地区防災計画の説明・講習
②4/18 まち歩き
③5/22 防災講話
④5/23・6/20・7/18・8/20・9/26 防災マップ・防災計画の作成

①自主防災組織の設立時の資機材補助金の継続
・組織の設立時の資機材の購入費補助金（上限50万円）

（２団体）

②組織の維持に関する補助事業
・訓練、資機材の維持等に要する経費（上限3万円）

（８団体）

① ②

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

○具体的な取組
自助、共助を目指した自主防災組織の充実

【具体事例】

塩谷町

30



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

○具体的な取組
タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・実施

31

○防災図上訓練、情報伝達訓練の実施【具体事例】

■主な訓練内容
・災害対策本部防災図上訓練
・要配慮者施設へ情報伝達・避難訓練

■訓練で工夫した点
・ブラインド方式による実践的な訓練の実施
・土砂災害警戒区域内の要配慮者施設へ情報伝達
・施設による市からの情報と連携した避難訓練

災害対策本部図上訓練要配慮者施設避難訓練

さくら市

■開催日時：令和３年６月16日
■実施機関：さくら市、要配慮者利用施設等
■訓練参加者：18人（図上訓練）

10人（避難訓練）

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

32

【具体事例】

○具体的な取組
タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・実施

宇都宮地方気象台

・想定気象状況として、令和元年東日本台風を利用し、現地災害対策本部（市貝町）と連携した
防災対応を行う訓練において気象解説を実施。

【日 時】：令和3年7月9日
【場 所】：栃木県庁8階（危機管理センター対策室） ⇔ 市貝町

○令和３年度栃木県防災図上総合訓練に参加



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

33

【具体事例】

○具体的な取組
タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・実施

宇都宮地方気象台【気象防災ワークショップ】

○栃木県が行う「防災気象情報に関する研修会」（令和3年度：栃木県・市貝町防災研修会）において、
気象防災ワークショップ（土砂災害編）を実施。

【日 時】：令和3年11月26日（午前・午後） 【場 所】：市貝町役場
【参加者】：（グループワーク）市貝町職員（34名） （スタッフ） 県危機管理課 市貝町 気象台

○気象台が主催し、Web会議システムを利用したオンライン形式による気象防災ワークショップ（中
小河川洪水編）を実施。

【日 時】：令和4年2月21日（午後） 【場 所】：オンライン（気象台～各市町）
【参加者】：11市町（那須町、那須塩原市、塩谷町、さくら市、宇都宮市、真岡市、芳賀町、益子町、茂木町、壬生町、

野木町） （スタッフ） 気象台

■気象庁等から提供される気象情報を適切に使い、的確なタイミングで防災体制の強化や迅速な避難
情報の判断・伝達を実施できるよう演習。

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

○具体的な取組
水防災に関する説明会の開催

34

【具体事例】

宇都宮市

○各種団体や地域住民に対し，風水害対策に関する防災出前講座や
研修・訓練等を実施

【内容】災害対応に関する地域との連携，マイタイムラインの作成講座 など
※ 合計２７回，９２２名



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

○具体的な取組
水防災に関する説明会の開催

35

【具体事例】

さくら市

○民生委員を対象とした防災講話の実施

■実施日時 ： 令和３年５月11日～13日
■参加対象 ： 民生委員
■参加人数 ： 約80名

当日写真当日資料（一部抜粋）

■主な講演内容
・想定される災害について
・ハザードマップについて
・避難所について

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

○具体的な取組
水防災に関する説明会の開催

36

【具体事例】

さくら市

○行政区長を対象とした防災講話の実施

■実施日時 ： 令和３年11月10日
■参加対象 ： 自治会の区長
■参加人数 ： 約50名

当日写真当日資料（一部抜粋）

■主な研修内容
・自主防災組織について
・地区防災計画について
・我がまち防災マップについて



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

37

【具体事例】 宇都宮地方気象台

台風の接近等に伴う影響や防災上の留意事項等について、台風説明会（気象台・県庁）を
開催し、関係機関に注意、警戒を呼びかけ解説資料を提供。
（台風第14号から、栃木県関係部局と各市町にはオンラインでの説明を開始）

・令和3年7月26日 台風第 8号（気象台・県庁）
・令和3年8月 6日 台風第10号（気象台）
・令和3年9月17日 台風第14号（気象台・県庁） ※オンライン開催

○具体的な取組
水防災に関する説明会の開催

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

38

【具体事例】

○具体的な取組
水防災に関する説明会の開催

那珂川町

○地域住民の避難所運営についての理解促進ための取組を実施

■大内行政区 避難所備品設置訓練の実施
・当該地区内にある緊急避難場所に設置した防災倉庫から備品等を搬出し設置
する訓練を行った。
・また、災害対策本部設置から避難情報発令までのタイムラインについて講義を
行った。

【工夫点】
・避難所備品を住民自らが設置する。

【効果】
・避難行動への意欲向上
・避難所の把握と新しい避難情報への理解

【今後について】
・自主防災組織の体制強化



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

○具体的な取組
小中学生を対象とした防災教育の実施（教員へのサポートを含む）

【具体事例】

小山市

39

・防災宿泊学習」の代替として、会場の候補小学校で出前授業の形で防災学習を実施しました。
【期日】 令和３年７月９日（金） 【会場】 小山市立下生井小学校 【対象】 全学年
【内容】 発達段階に応じて防災への意識を高められるよう学習内容を工夫

■４～６年生：水害の起こり方や地域の水害の危険性、避難するための準備等についての学習
マイ・タイムラインづくり体験（下館河川事務所作成資料を参考）

■１～３年生：防災クイズや防災グッズづくり体験

・教職員の防災意識を高め、各校の防災教育の改善・充実を図ることを目的に防災教育セミナーを開催しました。
【期日】 令和３年６月１８日（金） 【会場】 小山市文化センター小ホール 【対象】 市内教職員
【内容】 講話：「学校安全と防災教育」 講師：常葉大学大学院環境防災研究科 教授 重川希志依 氏

○小学生を対象とした防災教育の実施

○教職員を対象とした研修会の開催

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

・災害が発生し避難所に避難した際の一連の流れを体験することによって、災害
に対する意識の向上を目指す。また、避難所の開設から運営、撤去に至るまで、
実際の避難所担当職員が作業することにより避難所対応の経験を高める。

【具体事例】

入口での検温 避難受付 ダンボールパーテーション・
アルミマットの設置

コロナを想定した対応 避難所資機材の設置

上三川町

○小学生を対象とした防災教育の実施（上三川小・北小・坂上小・明治小・明治南小）

○具体的な取組
小中学生を対象とした防災教育の実施（教員へのサポートを含む）

40



○小学校4年生の社会科の授業時に、
町の防災対策と題して出前講座を実施

■内容
町の過去の災害、ハザードマップ、町の災害対応等

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

【具体事例】

塩谷町

41

○具体的な取組
小中学生を対象とした防災教育の実施（教員へのサポートを含む）

○防災教育NAiSUタイムの実施

・那須町の小中学校における防災学習「NAiSUタイム」の一環として、那須中央中学校
生徒を対象に那須町社会福祉協議会と合同で防災講演会及び避難所設営体験を
実施。

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

【具体事例】

那須町

【講演】那須町の防災対策について 【体験】避難所設営体験【講演】那須町における過去の災害について

■実施内容
１．那須町における過去の災害について（那須水害について） （対象：那須中央中学校２年生）
２．那須町の防災対策について （対象：那須中央中学校３年生）
３．避難所設営体験 （対象：那須中央中学校２年生）

42

○具体的な取組
小中学生を対象とした防災教育の実施（教員へのサポートを含む）



○町立小中学校の児童生徒を対象に「マイ・タイムライン作成講座」を開催

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

【具体事例】

高根沢町
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○具体的な取組
小中学生を対象とした防災教育の実施（教員へのサポートを含む）

・マイ・タイムライン認定講座を受講した町内の防災士が
講師となり、町内の小学5年生と中学１年生を対象に
「逃げキッド」を使用した「マイ・タイムライン作成講座」を
開催。来年度も開催予定。

令和３年7月7日 町立中央小学校5年生対象
令和３年7月13日 町立上高根沢小学校5年生対象
令和３年7月13日 町立北高根沢中学校１年生対象
令和３年7月16日 町立北小学校5年生対象
令和３年7月19日 町立阿久津小学校5年生対象
令和３年11月11日 町立阿久津中学校1年生対象
令和３年11月22日 町立東小学校5年生対象
令和３年12月3日 町立西小学校5年生対象

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及
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【具体事例】 宇都宮地方気象台

○具体的な取組

小中学生を対象とした防災教育の実施及び教員へのサポート

栃木県教育委員会主催の、とちぎ子どもの未来創造大学の出前講座
「体験気象学」において、実験を通した気象に関する講座を実施。

気象庁（気象台）の業務の説明や実験を通して、気象及び防災に関す
る意識を高めた。

・令和3年7月29日 野木町公民館 23名（保護者数名）

2つの中学校から職場体験を受け入れ、体験学習の中で気象庁（気

象台）の業務の説明や実験を通して、気象及び防災知識の啓発を実
施。・令和3年11月 9日～11日 中学生（4名）

・令和3年11月30日～12月 1日 中学生（5名）



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

○具体的な取組
小中学生を対象とした防災教育の実施及び教員へのサポート

○河川水難事故防止や土砂災害防止のための「出前講座」を実施

45

【具体事例】

栃木県 ・台風や大雨が増える夏場を迎えるにあたり、ゲリラ豪雨等で急激に河川が増水す
ることによる水難事故等の発生を防止するため、県内の小学校へ各土木事務所職
員が出向き、出前講座を実施した。

■実施校（計15校）

①R3.6.30 足利市立久野小学校

②R3.7.2 塩谷町立玉生小学校

③R3.7.7 大田原市立黒羽小学校

④R3.7.8 那須烏山市立七合小学校

⑤R3.7.9 宇都宮市立上河内東小学校

⑥R3.7.13 那珂川町立小川小学校

⑦R3.7.13 真岡市立久下田小学校

⑧R3.7.14 真岡市立久下田小学校

⑨R3.7.14 佐野市立氷室小学校

⑩R3.7.15 上三川町立本郷小学校

⑪R3.7.16    宇都宮市立瑞穂北小学校

⑫R3.7.16    茂木町立中川小学校

⑬R3.7.17    那須塩原市立塩原小中学校

塩原認定こども園

⑭R3.7.19    鹿沼市立板荷小学校

⑮R3.7.19    日光市立今市小学校

【DVDによる説明】

【ライフジャケットの説明・試着】

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

46

○具体的な取組
出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施

【具体事例】 宇都宮地方気象台

○自主防災組織の研修会や防災士養成講座に職員を派遣し、防災気象情報の普及
啓発を実施。

日 時：令和3年11月2日
場 所：上三川町役場
対 象：自主防災組織役員（約40名）

■鹿沼市「防災士養成講座」

日 時：令和4年2月5日
場 所：鹿沼市菊沢コミュニティセンター
対 象：一般（約50名）

■上三川町自主防災組織研修会



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

47

【具体事例】

○具体的な取組
出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施

○防災に関する知識の向上を図るために、自治会や小学校等で出前講座
を実施した。

出前講座資料の一部②出前講座資料の一部①

日光市

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及
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【具体事例】

○具体的な取組
出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施

小山市

○洪水ハザードマップを用いて、マップの見方・使い方、災害に対する備え・心構え、
令和元年東日本台風における被害状況について、出前講座を実施しました。

令和３年１１月 ２日（火） 小山第一小学校６年生 ４３名

「新型コロナ感染拡大防止のため未実施」
令和３年 ８月 ７日 豊田公民館 高齢者学級 ３０名
令和３年 ９月１７日 穂積公民館 高齢者学級 ３０名
令和４年 １月３１日 男女共同参画推進協議会 １２名



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及
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○県政出前講座を通じた防災教育

栃木県

【具体事例】

○具体的な取組
出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施

□防災・減災をテーマに講座を実施した。

令和３年度の実績（R4.2月時点）

実施日 実施場所・対象者

1 R3.5.17 作新学院大学

2 R3.6.10 宇都宮大学

3 R3.7.16 栃木市立大平西小学校

4 R3.9.29 宇都宮大学

5 R3.9.30 白鴎大学

6 R3.10.13 壬生町民生児童委員協議会

○出前講座により、土砂災害防止に関する説明を実施

■小中高学生及び教職員、自主防災組織等を対象とした
出前講座を実施

15回 1,469名 (R4.3末時点)

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

日光市

宇都宮市

足利市 栃木市

佐野市

鹿沼市

小山市

真岡市

矢板市

那須塩原市

さくら市

那須烏山市

茂木町

市貝町

芳賀町

野木町

塩谷町

高根沢町

那須町

那珂川町

壬生町

下野市

上三川町

大田原市

益子町

土砂災害警戒区域指定がされた市町

土砂災害警戒区域の指定のない市町

Ｒ３出前講座（実施）

日光市立中宮祠小中学校
7/19 実施

栃木市立真名子小学校
6/18 実施

【具体事例】

栃木県
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○具体的な取組
出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施



・足利市の名草公民館が開催する「名草寿大学（高齢者学
級講座）」において出前講座を実施した。

■実施日：令和３年６月17日
■名草公民館（足利市名草）
■参加者：足利市名草地区の高齢者 15名

２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

【具体事例】

栃木県

51

○具体的な取組
出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施

○松田川ダム下流の住民にダムの役割・出水時の注意
事項、土砂災害への備えについての出前講座を実施

○テレビやラジオでダムの役割について説明

■防災教育や防災知識の普及

・県民の防災意識を高め、災害時の被害低減を目的に、テレビやラジオで
ダムの役割や出水時の注意事項について説明した。

令和3年7月11日 CRT栃木放送 「県政ＮＡＶＩ」 令和3年7月15日 とちぎテレビ 「県政ひとくちメモ」

真岡市

・カリキュラムの１つにマイ・タイムライン作成講座を設定し、市職員がマイ・タイムライン作成の
リーダーとなり、受講者に対して、水害時におけるリスクへの理解や防災意識の高揚に努めた。

実施日程
令和３年１０月１６日（土） 受講者 １７名

〇地域における防災力の向上と自主防災組織活性化のために活躍できる人材の
育成を図ることを目的として「真岡市防災リーダー養成研修」を実施。

【具体事例】
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２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

○具体的な取組
マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効性を高める取組の実施



２）ソフト対策の主な取組 ①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組

■防災教育や防災知識の普及

53

○避難情報周知リーフレットの作成及び配布

栃木県

【具体事例】

○具体的な取組
マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効性を高める取組の実施

□適切な避難行動を促すことを目的に、避難に関する事項を分かりやすく解説したリーフレットを
作成し、県内各家庭に配布した。

□県政出前講座等でも配布するなど広く周知に努めた。
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２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の
ための水防・土砂災害防止活動の取組

○具体的な取組
水防団同士の連絡体制の確保

■より効果的な水防活動や土砂災害止活動の実施及び水防体制の強化

【具体事例】

小山市

○令和３年度において、連絡手段の確保としてデジタルトランシーバー等
を配備しています。

デジタルトランシーバー 特定小電力トランシーバー

・風水害時の活動に備え、通信機器（消防団車両車載無線機及びデジタルトランシーバー）を
使用した無線伝達訓練を実施しました。

※ 日程：令和３年 ９月４日（土） 参加者：消防団員８８名、消防総務課５名
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２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の
ための水防・土砂災害防止活動の取組

○具体的な取組
水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリスクが高い区間の共同点検

■より効果的な水防活動や土砂災害止活動の実施及び水防体制の強化

【具体事例】

栃木市

○市内重要水防箇所点検等を実施
■実施日：令和３年６月１日（水）、令和３年６月２日（木）
■会 場 ：栃木市内

・栃木土木事務所、栃木市（危機管理課、道路河川維持課、消防本部警防課）、
消防団員（水防団兼務）合同で、市内の重要水防箇所を点検

・堤防等の河川管理施設を点検
・栃木土木事務所水防倉庫の器具資材備蓄状況の確認
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２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の
ための水防・土砂災害防止活動の取組

○具体的な取組
水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリスクが高い区間の共同点検

■より効果的な水防活動や土砂災害止活動の実施及び水防体制の強化

【具体事例】

茂木町

○町内重要水防箇所点検等を実施

■実施日：令和３年５月３１日（月）
■会 場：茂木町内

・真岡土木事務所、芳賀広域消防本部、茂木町（建設課、総務課）合同で、町内
にある重要水防箇所を点検
・堤防等の河川管理施設を点検
・水防倉庫及び器具資材備蓄状況の点検



○県管理河川について、出水期前に関係自治体、消防等と連携し、
重要水防箇所の点検を実施

２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の
ための水防・土砂災害防止活動の取組

○具体的な取組
水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリスクが高い区間の共同点検

57

■より効果的な水防活動や土砂災害止活動の実施及び水防体制の強化

【具体事例】

栃木県

①矢板土木の点検状況（5/21）

一級河川中川（矢板市下太田橋上）

①

④鹿沼土木の点検状況（5/28）

一級河川思川（鹿沼市口粟野）

⑥

②

⑥日光土木の点検状況（5/24）

一級河川田川（日光市土沢）

④

②大田原土木の点検状況（5/26）

一級河川熊川（那須塩原市北和田）

③

③安足土木の点検状況（5/26）

一級河川秋山川（佐野市赤坂町）

⑤

⑤烏山土木の点検状況（5/28）

一級河川荒川（那須烏山市藤田）
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○水防訓練の実施

宇都宮市

２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の
ための水防・土砂災害防止活動の取組

■より効果的な水防活動や土砂災害止活動の実施及び水防体制の強化

○具体的な取組
関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害防災訓練等の検討・実施

【具体事例】

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮し，訓練規模を縮小するとともに，
一昨年の台風対応を踏まえ，住宅への浸水防止などの基本的な水防工法を学べ
る講習会形式として，令和３年７月１０日（土）に訓練を実施した。

参加人員 消防局 ３７名 消防団 全２６分団 １６４名 計２０１名

【積土のう工法】 【簡易水防工法（住宅への浸水防止）】
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○ハザードマップを活用した自主防災組織等による避難訓練の実施

■実施日：令和３年１１月２１日（日）午前９時から正午まで
■場 所：南河内公民館（第２避難所） 下野市田中681-1
■参加者：東田中自治会 １０名 東根自治会 １０名

塚越自治会 １０名 谷地賀上自治会 ９名
下野市消防団 ６名 避難所担当職員 ８名
報道（FMゆうがお） １名 市民生活部長 １名
安全安心課職員 ５名 社会福祉課職員 ２名
合計 ６２名 避難者受入訓練の様子

■内 容：①防災講話（下野市洪水ハザードマップに沿って）
②訓練内容説明（避難所運営マニュアルに沿って）
③避難者受け入れ訓練
④資機材取り扱い訓練（段ボールベッド、パーテーション、避難ルーム、簡易ベッド）
⑤避難所開設・混雑情報配信サービス（VACAN）ご案内・使用説明

⑥質疑応答・アンケート・自主防災組織のご案内

下野市

２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の
ための水防・土砂災害防止活動の取組

■より効果的な水防活動や土砂災害止活動の実施及び水防体制の強化

○具体的な取組
関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害防災訓練等の検討・実施

【具体事例】

田川の水量が増水し、警戒レベル３になったと想定し、河川流域の地区（東田中地区
・東根地区・塚越地区・谷地賀上地区）を対象に、避難訓練及び避難所開設訓練を
実施した。

■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及び水防体制の強化

○具体的な取組
関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害防災訓練等の検討・実施
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【具体事例】

栃木県

２）ソフト対策の主な取組②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間確保の
ための水防・土砂災害防止活動の取組

・栃木県では、県内における浸水の早期解消を図ることを目的に、栃木土木事
務所（小山詰所）及び安足土木事務所（安蘇庁舎、足利庁舎）に排水ポンプ車
を合計３台配備した。
・また、災害発生時に迅速かつ的確な作業を行う目的で、排水ポンプ車の操作
研修を兼ねた訓練を、関係機関と連携し、実施した。今後も、毎年出水期前に
訓練を実施する。

○排水ポンプ車の配備及び排水操作訓練の実施

【排水ポンプ車全景】 【排水操作訓練実施状況】
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小山市

２）ソフト対策の主な取組 ②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保の
ための水防・土砂災害防止活動の取組

■より効果的な水防活動や土砂災害止活動の実施及び水防体制の強化

○具体的な取組
水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定の促進

【具体事例】 ◯継続的な取組として、水防協力団体として栃木県建設業協同組合下都賀支部を
指定しています。

○また、小山市は消防団が水防団を兼任しており、消防団協力事業所の中には、
大規模災害時（水害を含む）重機や敷地内駐車場等の活用が可能な協力体制
をとる事業所が含まれています。

消防団協力事業所数 ５１事業所
（令和３年４月１日現在）

令和３年度新規協力事業所
１ ．株式会社 長工業
２ ．有限会社 青木電機
３ ． 株式会社 大河原塗装工業
４ ． 北関東フジクリーン管理 株式会社
５ ． 株式会社 大出電機
６ ． 虎屋電気 株式会社
７ ． 株式会社 乃木鈴建設産業
８ ． 株式会社 船田土木

③被害の軽減、早期復旧･復興のための対策

１ ハザードマップ等による災害リスク情報の発信

（国、県、市町）

２ 危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラの

設置及び情報発信（国、県、市町）

３ 防災メール等を活用した情報発信の強化

（国、県、市町）

４ ダム操作状況の情報発信

（国、県、市町、企業）

５ 防災教育の普及、避難確保計画の策定、

防災訓練等の実施（国、県、市町）

６ 地区防災計画やＢＣＰ策定の促進・強化

（県、市町）

７ タイムラインの改善（県、市町）

８ マイ･タイムラインの普及・促進

（国、県、市町）

９ 要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進、

訓練の実施（県、市町、住民）

10 排水ポンプ車の配備、排水作業の準備計画策定、

訓練の実施（国、県、市町）

11 緊急輸送道路の整備（国、県）

12 道路アンダーパス部の冠水対策（県、市）

13 避難地となる都市公園の整備（市町）

②被害対象を減少させるための対策

１ 立地適正化計画に基づく災害リスクの低い

地域への居住誘導（市町）

２ 家屋移転(防災集団移転等)、住宅・敷地の

嵩上げ（市町、住民）

栃木県流域治水プロジェクト

鬼怒川上流域

福島県

群馬県

茨城県

栃木県

蛇尾川ダム

八汐ダム

板室ダム

深山ダム

矢の目ダ
ム

東荒川ダム 寺山ダム

西荒川ダム

中禅寺ダム

川俣ダム

三河沢ダム

土呂部ダム

黒部ダム

栗山ダム

五十里ダム

川治ダム

湯西川ダム

小網ダム

今市ダム

中岩ダム
西古屋ダム

南摩ダム

庚申ダム

松田川ダム

渡良瀬遊水地

塩原ダム

①氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

１ 洪水防御施設の整備（国、県、市町、水資源機構）

粘り強い堤防の整備（国、県）

・主な対策河川（県管理）

巴波川：地下放水路、調節池整備

永野川：築堤、河道掘削

秋山川：築堤、河道掘削

田 川：調節池整備、河道掘削

２ 利水ダム等における事前放流等の体制構築と実施

（国、県、町、企業）

３ 砂防関係施設の整備（国、県）

・主な対策箇所（県）

小岩花沢：砂防堰堤整備

旭表Ⅰ-A：急傾斜地崩壊防止施設整備

４ 下水道における排水施設等の整備（市町）

５ 田んぼダムの整備（市町、住民）

６ ため池等の治水利用（市町、住民）

７ 雨水流出抑制施設の整備･促進

（県、市町、住民）

８ 森林整備、治山対策（国、県）

９ 開発行為に対する流出抑制の適正な指導

（県、市町）

○平成27年関東・東北豪雨及び令和元年東日本台風により県内各地で甚大な浸水被害が生じたこと

を踏まえて、河川管理者による堤防や調節池の整備等といった従来の事前防災対策を推進すると

ともに、国、県、市町、企業、住民等流域全体のあらゆる関係者が協働して以下の取組を実施し

ていくことで、戦後最大の洪水と同規模の洪水に対し流域における浸水被害の軽減を図ります。

凡例
洪水防御施設の整備箇所
築堤、河道掘削、放水路 等
調節池
治水ダム
事前放流を行う利水ダム等
砂防関係施設の主な対策箇所(県)

砂防関係施設の整備洪水防御施設の整備（河道掘削）

洪水防御施設の整備（調節池） 田んぼダムの整備

雨水流出抑制施設の整備

利根川
（支川思川）流域

渡良瀬川流域

那珂川上流域

宇都宮市

足利市

栃木市

鹿沼市

日光市

小山市

真岡市

大田原市

矢板市

那須塩原市

下野市

上三川町
益子町

茂木町

市貝町

芳賀町

壬生町

野木町

塩谷町

那須町

那珂川町

さくら市

高根沢町

佐野市

那須烏山市

集団移転のイメージ 排水ポンプ車の配備

森林整備

森林整備、治山対策

県内の森林
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鬼怒川下流域

小貝川流域

利根川
（支川巴波川）流域

那珂川下流域

那珂川
（支川逆川）流域

那珂川
（支川荒川）流域

那珂川
（支川箒川）流域



●：実施済み（継続）、◆：要請があれば実施、○：実施予定、△：検討、－：対象なし

令和３年度に実施した取組表 黄色着色部は、進捗が図られた取組又は実施予定となった取組

具体的取組

対象流域 利 鬼 渡 利 渡 利 渡 利 利 鬼 渡 利 鬼 鬼 久 久 久 鬼 久 鬼 久 利 鬼 利 鬼 鬼 久 鬼 久 鬼 利 利 鬼 久 鬼 久 久
全
流
域

全
流
域

１）ハード対策の主な取組

■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等 順次実施 ●

・再度災害防止対策（改良復旧、堤防強化、堆積土除去等） R元年度～ ●

・浸水対策検討会を設置し、抜本的な浸水対策を実施 R元年度～ ● ● ●

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等 順次実施 ●

■危機管理型ハード対策

・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強 順次実施 ●

■避難行動、水防活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を把握・伝達するための基
盤の整備

H29年度～ ● ●

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の整備 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・河川防災ヤードの整備 H29年度～ ●

・水防活動を支援するための水防資機材等の配備（新技術活用も含め）及
び適切な管理

H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ ● △ ● △ △ △ ● ● ●

・簡易水位計やCCTVカメラ等の検討・設置 H29年度～ ●

・浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備及び自家発電
装置等の耐水化

H29年度～ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● － － ● ● － － ● ● － － － ● △ ● ● － ● － ●

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図等の作成や氾濫シミュ
レーションの公表

順次実施 ●

・水位予測の精度向上検討 引続き実施 ●

・土砂災害警戒区域２巡目調査 H28年度～ ●

・土砂災害警戒基準線等の見直し H30年度～ ● ●

・水位周知河川等の拡大検討 市町と検討 ●

・広域避難計画の策定 H29年度～ － － △ ● ● △ △ ◆ － － － ● ● ◆ ○ △ △ △ △ ◆ ◆ △ △ ● ● － ◆ △ △ △ ○ ● △ △ △ △ ◆ ◆ ●

・想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域を考慮したハザードマップ
の作成・周知

H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● － － － ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避難等）の検討・周知（効
果的なまるごとまちごとハザードマップの検討・周知を含む）

引続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● － ● △ △ ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● △ △ △ △ ●

・要配慮者利用施設の避難計画の検討・作成及び管理者への周知・啓発 引続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● △ △ ● ● ○ ● － － ● ○ ● ● － ● ● ● ◆

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ●

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確立（自治体未加入世帯、
高齢者、外国人等）

H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・実施 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置 引続き実施 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・水防災に関する説明会の開催 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● ● ○ ◆ ● ● ●

・小中学生を対象とした防災教育の実施
（教員へのサポートも含む）

H29年度～ ● ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ● ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ◆ ● ◆ ◆ ● ● ● ● ● ● ● ◆ ● ●

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実施 H29年度～ ● ● ● ● ● ◆ ◆ ● ● ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ◆ ● ● － ● ◆ ◆ ● ● ● ● ◆ ◆ ◆ ● ● ● ● ● ◆ ● ● ◆

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信 順次実施 ● ●

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供 引続き実施 ●

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効性を高める取組の実施 R2年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ △ △ ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ◆ ●

■共助の仕組みの強化

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する取組の情報共有 R2年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● △ △ ● ● △ △ △ △ ● △ ● ● △ ● ● ● ● ○ ● ●

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携した水害からの高齢者に対
して避難行動の理解促進に向けた取組の検討・実施

R2年度～ ● ● ● ● ● ○ ○ ● △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ △ ● △ ● ● △ ● ● ● ● △ ● ●

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体制について検討 R2年度～ ● ● ● △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ● ○ △ △ △ － ● △ △ △ △ △ △ － － △ ● ○ ● ● △ ○ ○

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土砂災害防止活動の取組
■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及び水防体制の強化

・水門操作の検討、水門操作時における情報伝達方法の見直し R元年度～ ● ●

・水防団等への連絡体制の再確認 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・水防団同士の連絡体制の確保 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリスクが高い区間の共同点検 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ◆ ●

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害防災訓練等の検討・実施 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● △ △ △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進 H29年度～ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● － ● ● ● ● ● ●

・ダムの洪水調節機能の強化 R元年度～ ●
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流域名（減災対策検討会）

利：利根川上流域 鬼：鬼怒川・小貝川上流域

渡：渡良瀬川流域 久：久慈川・那珂川流域

資料３－２



○令和３年度に実施した取組内容 ■ハッチ：令和３年度実施（過年度実施済含む）　　□ハッチ：令和３年度未実施　　■ハッチ：令和４年度以降実施
足利市 鹿沼市

利根川上流 鬼怒・小貝 渡良瀬 利根川上流 渡良瀬 利根川上流 渡良瀬 利根川上流 利根川上流 鬼怒・小貝

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等

・再度災害防止対策（改良復旧、堤防強化、堆
積土除去等）

・浸水対策検討会を設立し、抜本的な浸水対策
を実施

田川の浸水対策検討会に参加し、関係機関と浸
水対策について検討【R1年度～】

・一級河川巴波川について、これまでの上流の遊
水池整備やため池の活用に加え、市街地部の抜
本的な河川改修に向けて、国土交通省・栃木県・
栃木市からなる「巴波川浸水対策検討会」を設
置。地下捷水路のルート・深さ等の方針を決定し
た。今後も必要に応じて検討会を開催する。
【R1年度～】

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等

■危機管理型ハード対策

・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強
■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を
把握・伝達するための基盤の整備

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の
整備

・防災行政無線（同報系：上河内地域）設置済
・防災行政無線改良予定なし
・防災ラジオの運用を開始（R1年度～）

・防災行政無線（同報系：上河内地域）設置済
・防災行政無線改良予定なし
・防災ラジオの運用を開始（R1年度～）

防災行政無線（同報系）や個別受信機の必要性
について検討した。予算化できず。
【H28～30年度】

その他の情報伝達手段について検討した。
【R元年度以降継続実施】

・消防庁が実施する災害情報伝達手段に関する
アドバイザーの派遣事業を活用し、災害情報伝達
手段の検討を実施した。
・地域の情報弱者に確実に情報が伝達できるよ
う、地域での情報伝達連絡網の構築について、各
地域に依頼し、作成を支援している。【R2年度実
施】

・同報系防災行政無線を整備済。【H26～H30年
度】
・防災ラジオは、平成28年度までに小中学校、保
育園、障がい者施設、自治会等へ配布済み。助
成制度を導入して、市民等へ販売している。
【Ｈ28年度～】

・同報系防災行政無線を整備済。【H26～H30年
度】
・防災ラジオは、平成28年度までに小中学校、保
育園、障がい者施設、自治会等へ配布済み。助
成制度を導入して、市民等へ販売している。
【Ｈ28年度～】

・同報系防災無線はデジタル化済。また、難聴地
域には戸別受信機の貸与。【Ｈ22年度実施済】
・避難所58ヵ所にラジオ配布済。
【H29年度実施済】

・同報系防災無線はデジタル化済。また、難聴地
域には戸別受信機の貸与。【Ｈ22年度実施済】
・避難所58ヵ所にラジオ配布済。
【H29年度実施済】

防災無線に代わり、携帯電話通信網を利用した情
報伝達手段を整備済み。【R2年度実施】。

・280MHｚ帯ポケベル波を活用した情報伝達手段
の整備
【実施済み】
・戸別受信機の配布
【実施済み（継続）】

・280MHｚ帯ポケベル波を活用した情報伝達手段
の整備
【実施済み】
・戸別受信機の配布
【実施済み（継続）】

・河川防災ヤードの整備

・水防活動を支援するための水防資機材等の配
備（新技術活用も含め）及び適切な管理

・消防署を含む市内８箇所の水防倉庫に水防資
機材を配備
・宇都宮市消防局に水陸両用バギーを配備
・出水期前に各水防倉庫の資器材の点検を実施
・水陸両用バギーを活用した各種訓練を実施し，
操作の習熟に努めている。
・宇都宮市消防局に高性能救命ボートを配備【R2
年度～】
・宇都宮市消防局に情報収集活動用ドローンを配
備【R2年度～】

・消防署を含む市内８箇所の水防倉庫に水防資
機材を配備
・宇都宮市消防局に水陸両用バギーを配備
・出水期前に各水防倉庫の資器材の点検を実施
・水陸両用バギーを活用した各種訓練を実施し，
操作の習熟に努めている。
・宇都宮市消防局に高性能救命ボートを配備【R2
年度～】
・宇都宮市消防局に情報収集活動用ドローンを配
備【R2年度～】

各種水防資器材を整備しているが、救命胴衣等、
安全確保のため資機材のさらなる充実を図る。
【継続実施】

・救命胴衣等の資機材について充実を図る。
・適宜、各水防倉庫の資機材の点検を実施してい
る。【継続実施】

・救命胴衣等の資機材について充実を図る。
・適宜、各水防倉庫の資機材の点検を実施してい
る。【継続実施】

・市内11箇所の水防倉庫と消防署に水防資機材
を配備。
・消防団車両にライフジャケットを積載。
【継続実施】

・市内11箇所の水防倉庫と消防署に水防資機材
を配備。
・消防団車両にライフジャケットを積載。
【継続実施】

・水防資機材等の配備及び管理を継続する。
【実施済】

・水防機材を水防団に配備し、管理状態を確認し
ている。
【実施済み（継続）】

・水防機材を水防団に配備し、管理状態を確認し
ている。
【実施済み（継続）】

・簡易水位計やCCTVカメラ等の検討・設置

・浸水時においても災害対応を継続するための施
設の整備及び自家発電装置等の耐水化

・洪水浸水想定区域に立地する消防署の電源設
備等の浸水対策を計画【R4年度実施】

・浸水想定区域内の地区市民センター（指定避難
所）に，太陽光発電及び蓄電池を設置，またＭＣＡ
無線を配備している。【実施済】
・下水処理場及び中継ポンプ場の耐水化を計画
【R4年度実施】
・洪水浸水想定区域に立地する消防署の電源設
備等の浸水対策を実施【R3～R4年度実施】

本庁舎の発電装置が浸水しないよう、止水板を設
置している。【実施済】

・本庁舎の冠水対策工事を実施済【H29年度】

・本庁舎の非常用電源装置は屋上に整備済。
【実施済】

・本庁舎の冠水対策工事を実施済【H29年度】

・本庁舎の非常用電源装置は屋上に整備済。
【実施済】

・庁舎の自家発電装置は屋上に設置されている。
【実施済】

・庁舎の自家発電装置は屋上に設置されている。
【実施済】

新庁舎建設に伴い自家発電装置をを屋上に設
置。【実施済】

・新庁舎建設時に電気設備及び自家発電装置を
屋上（５階相当）に設置
【平成30年度実施済み】

・新庁舎建設時に電気設備及び自家発電装置を
屋上（５階相当）に設置
【平成30年度実施済み】

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図
等の作成や氾濫シミュレーションの公表

・水位予測の精度向上検討

・土砂災害警戒区域２巡目調査

・土砂災害警戒基準線等の見直し

・水位周知河川等の拡大検討

・広域避難計画の策定

・洪水浸水想定区域において，市域をまたぐ避難
が必要な地域は無い

・洪水浸水想定区域において，市域をまたぐ避難
が必要な地域は無い

今後、国の浸水想定図の見直しにより、指定避難
所等の見直しが必要となることが予想されることか
ら、広域避難計画策定の必要性についても検討を
行う。【検討中】

・隣接する市町と避難所の相互利用について調整
し、広域避難計画の策定について検討していく。

・隣接する市町と避難所の相互利用について調整
し、広域避難計画の策定について検討していく。

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定
の締結を検討する。
【検討中】

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定
の締結を検討する。
【検討中】

隣接市町からの打診があった場合は策定する。 ・当市では浸水想定区域が示されていないことか
ら、浸水による広域避難を要する地域は無いが、
隣接する市町村等との災害時における相互応援
に関する協定の中で、被災住民の受入れに関する
内容を定めている。
【実施済み】

・当市では浸水想定区域が示されていないことか
ら、浸水による広域避難を要する地域は無いが、
隣接する市町村等との災害時における相互応援
に関する協定の中で、被災住民の受入れに関する
内容を定めている。
【実施済み】

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップの作成・周知

・一級河川姿川の洪水ハザードマップ改訂【H30年
度実施】
・一級河川姿川の洪水ハザードマップ改訂【令和2
年度実施】
・一級河川武士川の洪水ハザードマップ作成【令
和2年度実施】
・一級河川新川の洪水ハザードマップ作成【令和3
年度実施中】

・一級河川鬼怒川の洪水ハザードマップ改定【H29
年度実施】
・一級河川田川の洪水ハザードマップ改定【H30年
度実施】
・一級河川田川の洪水ハザードマップ改訂【令和2
年度実施】
・一級河川釜川の洪水ハザードマップ作成【令和2
年度実施】
・一級河川赤堀川・江川の洪水ハザードマップ作
成【令和3年度実施中】

令和３年度に洪水・土砂災害ハザードマップを改
訂し、全戸配布を行った。
＊令和2年度は、毛野・富田地区に暫定版の作成
し配布するほか、新ハザードマップのデータ公表を
行った。

・防災ハザードマップを作成し、市HPで公表、全戸
配布。
・ハザードマップ説明会を実施。【R元年度実施】

・防災ハザードマップを作成し、市HPで公表、全戸
配布。
・ハザードマップ説明会を実施。【R元年度実施】

・国及び県の浸水想定図の見直しなどを機に新た
な防災ハザードマップを作成し、HPで公表、全世
帯に配布した。【R３年度実施済】

・国及び県の浸水想定図の見直しなどを機に新た
な防災ハザードマップを作成し、HPで公表、全世
帯に配布した。【R３年度実施済】

防災マップ＆マニュアル及び洪水浸水ハザード
マップを作成し、ＨＰで公表、また全世帯に配布し
ている。【実施済】
洪水浸水想定区域図や土砂災害警戒区域を基
にしたハザードマップの改訂予定である。

・浸水想定区域が存在しないため特になし ・浸水想定区域が存在しないため特になし

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避
難等）の検討・周知（効果的なまるごとまちごとハ
ザードマップの検討・周知を含む）

・防災出前講座や防災訓練等で適切な避難方法
について周知
・地域住民の意見や他都市の事例を参考にしなが
ら，より実践的でわかりやすいハザードマップの見
直しについて検討【H29～】

・防災出前講座や防災訓練等で適切な避難方法
について周知
・地域住民の意見や他都市の事例を参考にしなが
ら，より実践的でわかりやすいハザードマップの見
直しについて検討【H30～】

防災講話や防災訓練等で垂直避難を周知してい
る。【継続実施】
東電タウンプランニング㈱栃木総支社と「広告付
避難場所等電柱看板に関する協定」を締結
【H30年度】
・上記協定に基づき、広告付看板が設置されてい
る。【H30年度以降～】

・浸水想定区域の見直しに合わせて、表示看板設
置区域の拡大を検討する。
【Ｈ29年度～】
・出前講座等で、安全な場所にいる場合は避難を
しなくてよいこと、安全な場所に住む親戚知人宅を
避難先の選択肢とすること、垂直避難等、適切な
避難方法について周知している。

・浸水想定区域の見直しに合わせて、表示看板設
置区域の拡大を検討する。
【Ｈ29年度～】
・出前講座等で、安全な場所にいる場合は避難を
しなくてよいこと、安全な場所に住む親戚知人宅を
避難先の選択肢とすること、垂直避難等、適切な
避難方法について周知している。

・出前講座等で垂直避難、分散避難を周知してい
る。
・ハザードマップを更新し、HPで公表、全世帯に配
布した。
【継続実施】

・出前講座等で垂直避難、分散避難を周知してい
る。
・ハザードマップを更新し、HPで公表、全世帯に配
布した。
【継続実施】

防災マップ＆マニュアル（ハザードマップ）を作成
し、ＨＰで公表、また全世帯に配布している。【実施
済】

・土砂災害警戒区域等の再指定が完了後、防災
マップ等の作成を検討
【平成2９年度～】

・土砂災害警戒区域等の再指定が完了後、防災
マップ等の作成を検討
【平成2９年度～】
・ダムの緊急放流に備えて、まるごとまちごとハ
ザードマップの作成を実施

・要配慮者利用施設の避難計画の検討・作成及
び管理者への周知・啓発

・施設所管課と連携し，要配慮者利用施設におけ
る避難計画の作成及び訓練の実施を支援
・宇都宮市の「避難確保計画の手引き」及び「避
難確保計画の雛形」を作成し，ＨＰに掲載
・洪水浸水想定区域等の拡大に伴い，新たに対象
となった要配慮者利用施設の管理者に対し，「避
難確保計画」の作成及び避難訓練の実施を周知

・施設所管課と連携し，要配慮者利用施設におけ
る避難計画の作成及び訓練の実施を支援
・宇都宮市の「避難確保計画の手引き」及び「避
難確保計画の雛形」を作成し，ＨＰに掲載
・洪水浸水想定区域等の拡大に伴い，新たに対象
となった要配慮者利用施設の管理者に対し，「避
難確保計画」の作成及び避難訓練の実施を周知

市福祉部課等を、避難確保計画の見直し、避難
訓練等の報告等について、情報共有を行い、施設
管理者に対する通知を行った。【令和3年度】

要配慮者施設における避難計画の策定や、避難
訓練の実施をサポートしている。【継続実施】

平成３０年３月に要配慮者利用施設に対する説明
会を開催

要配慮者利用施設の見直しを実施。継続的に計
画作成を支援している。
【H29年度以降～】

・福祉担当課と連携し、要配慮者利用施設におけ
る避難計画の作成支援や訓練の支援を行う。
・栃木市版の避難確保計画のひな形を作成し、市
HPに掲載する。

・福祉担当課と連携し、要配慮者利用施設におけ
る避難計画の作成支援や訓練の支援を行う。
・栃木市版の避難確保計画のひな形を作成し、市
HPに掲載する。

・国及び県の浸水想定区域（想定最大規模）に合
わせ、全ての要配慮者利用施設を見直し、周知
等を行い避難確保計画の作成を支援する。
【継続実施】

・国及び県の浸水想定区域（想定最大規模）に合
わせ、全ての要配慮者利用施設を見直し、周知
等を行い避難確保計画の作成を支援する。
【継続実施】

・要配慮者利用施設に対し通知を送付。
・福祉担当課等と連携し、要配慮者利用施設にお
ける避難計画の作成支援を行う。
・鹿沼市版の避難確保計画作成の手引きを作成
し、市HPに掲載する。
【R2年度】

・日光市内に浸水想定区域は無いが、土砂災害
警戒区域内の要配慮者利用施設については周知
済み
【平成30年度実施】

・日光市内に浸水想定区域は無いが、土砂災害
警戒区域内の要配慮者利用施設については周知
済み
【平成30年度実施】

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し

・災害対策基本法の改正や，洪水浸水想定区域
の拡大等を踏まえ，避難指示等の判断・伝達マ
ニュアルを改訂【R3年度】

・災害対策基本法の改正や，洪水浸水想定区域
の拡大等を踏まえ，避難指示等の判断・伝達マ
ニュアルを改訂【R3年度】

R3災害対策基本法の改正を受け、マニュアルの
見直しを実施した。
今後必要に応じて見直し・改善を検討する。
【R３年度見直し】

・避難指示等の判断・伝達マニュアルについて、随
時見直しを行う。
【Ｈ29年度～】

・避難指示等の判断・伝達マニュアルについて、随
時見直しを行う。
【Ｈ29年度～】

・国の避難勧告等に関するガイドラインの改定に合
わせて見直す。
【Ｈ29年度～】

・国の避難勧告等に関するガイドラインの改定に合
わせて見直す。
【Ｈ29年度～】

毎年、防災計画改定に伴い見直しを実施する。 ・必要に応じてマニュアルを随時見直す。
【令和2年度修正】

・必要に応じてマニュアルを随時見直す。
【令和2年度修正】

項　　目
宇都宮市 栃木市 日光市佐野市
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○令和３年度に実施した取組内容 ■ハッチ：令和３年度実施（過年度実施済含む）　　□ハッチ：令和３年度未実施　　■ハッチ：令和４年度以降実施
足利市 鹿沼市

利根川上流 鬼怒・小貝 渡良瀬 利根川上流 渡良瀬 利根川上流 渡良瀬 利根川上流 利根川上流 鬼怒・小貝
項　　目

宇都宮市 栃木市 日光市佐野市

資料３－３

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確
立（自治体未加入世帯、高齢者、外国人等）

・登録制メール，エリアメール，Ｌアラート(テレビ)，
防災ラジオ，ホームページ(多言語切替)等の機器
を利用した情報伝達に加え，広報車による広報や
消防団による臨戸訪問など伝達手段を複数確保
している。
・携帯電話を持たない方などに対して，防災ラジオ
の運用を開始

・登録制メール，エリアメール，Ｌアラート(テレビ)，
防災ラジオ，ホームページ(多言語切替)等の機器
を利用した情報伝達に加え，広報車による広報や
消防団による臨戸訪問など伝達手段を複数確保
している。
・携帯電話を持たない方などに対して，防災ラジオ
の運用を開始

登録制メール、エリアメール、車両広報、市ホーム
ページ(多言語切替）、ツイッター等、情報伝達手
段を複数確保している。
令和4年度、一斉架電システム導入予定
【平成30年度】ヤフー株式会社と災害時応援協
定を締結

・防災行政無線、コミュニティＦＭ放送、ケーブル
テレビ、広報車、メール配信サービス、フェイスブッ
ク、ツイッター、緊急速報メール、Ｌアラート、報道
機関等の協力により情報伝達を行っている。
・自主防災組織を充実させ、地域コミュニティ内で
の協力・連携により、避難行動要支援者をはじめ
住民への周知漏れを防ぐ。【Ｈ28年度～】

・防災行政無線、コミュニティＦＭ放送、ケーブル
テレビ、広報車、メール配信サービス、フェイスブッ
ク、ツイッター、緊急速報メール、Ｌアラート、報道
機関等の協力により情報伝達を行っている。
・自主防災組織を充実させ、地域コミュニティ内で
の協力・連携により、避難行動要支援者をはじめ
住民への周知漏れを防ぐ。【Ｈ28年度～】

・避難情報を発令した場合、防災行政無線、消防
車等による広報、市ＨＰ、ＳＮＳ，ケーブルテレビ、登
録制のメール、緊急速報メール、Ｌアラート、自治
会町や要配慮者利用施設への電話連絡等で伝
達している。
【継続実施】

・避難情報を発令した場合、防災行政無線、消防
車等による広報、市ＨＰ、ＳＮＳ，ケーブルテレビ、登
録制のメール、緊急速報メール、Ｌアラート、自治
会町や要配慮者利用施設への電話連絡等で伝
達している。
【継続実施】

防災無線、登録制メール、ケーブルテレビ、自主
防災会連絡網、民生委員、外国人サポーターの
協力等による多方面からの情報発信を継続する。
【継続実施】

・戸別受信機の配布
・日光市防災メール（登録型防災メール）の登録
者の増加を図る。
【実施済み（継続）】

・戸別受信機の配布
・日光市防災メール（登録型防災メール）の登録
者の増加を図る。
【実施済み（継続）】

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実

・市内全39地区に自主防災組織設立
・自主防災組織向け研修の実施
・防災訓練等の実施を支援
・地区防災計画の作成支援

・市内全39地区に自主防災組織設立
・自主防災組織向け研修の実施
・防災訓練等の実施を支援
・地区防災計画の作成支援

・自主防災組織向け研修の実施。
・防災訓練等の実施を支援。

・地域での情報伝達連絡網の構築について、各地
域に依頼し、作成を支援している。【R２年度～】

・自主防災組織の設立について、出前講座等での
啓発を行う。
【Ｈ28年度～】
・地区防災計画策定を推進することと並行して、自
主防災組織の設立を進めている。

・自主防災組織の設立について、出前講座等での
啓発を行う。
【Ｈ28年度～】
・地区防災計画策定を推進することと並行して、自
主防災組織の設立を進めている。

・毎年10町会の組織設立に向け支援活動を行う。
・自主防災組織の設立について、出前講座等での
啓発を行う。
・佐野市自主防災組織連絡協議会と佐野市防災
士連絡会との合同研修を実施
【継続実施】

・毎年10町会の組織設立に向け支援活動を行う。
・自主防災組織の設立について、出前講座等での
啓発を行う。
・佐野市自主防災組織連絡協議会と佐野市防災
士連絡会との合同研修を実施
【継続実施】

防災資機材の支給及び、防災講話等の実施を継
続する。

・自主防災組織向け研修
・自主防災組織の連合化推進
・運営費の補助
【実施済み（継続）】

・自主防災組織向け研修
・自主防災組織の連合化推進
・運営費の補助
【実施済み（継続）】

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・
実施

・タイムライン作成済み【平成29年度】
・必要に応じて見直し・改善を図る。

・タイムライン作成済み【平成29年度】
・必要に応じて見直し・改善を図る。

タイムライン策定済
【H26年】
実践的な訓練について検討する。

【R２年度以降】
既存のタイムラインの更新、中小河川のタイムライ
ンの作成に着手する。

・タイムライン作成済【Ｈ29年度】
今後は広域避難を含めたタイムラインの更新を検
討する。

・タイムライン作成済【Ｈ29年度】
今後は広域避難を含めたタイムラインの更新を検
討する。

・タイムライン策定【H28年6月実施済】
・改訂【R3年6月実施済】

・タイムライン策定【H28年6月実施済】
・改訂【R3年6月実施済】

タイムライン策定済。
【R2年度】
実践的な訓練について検討する。

・土砂災害に対するタイムラインは作成済み。河川
については、市内に洪水予報河川がないが、タイ
ムライン作成の必要性を検討していく。
【実施済み】

・土砂災害に対するタイムラインは作成済み。河川
については、市内に洪水予報河川がないが、タイ
ムライン作成の必要性を検討していく。
【実施済み】

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

・洪水浸水想定区域や水害への備え，避難行動
などについて，防災関係部局や各施設所管課で
問い合わせに応じている。

・洪水浸水想定区域や水害への備え，避難行動
などについて，防災関係部局や各施設所管課で
問い合わせに応じている。

危機管理課及び関係各課で対応する。
【実施済】

危機管理課及び関係各課で対応する。
【実施済】

危機管理課及び関係各課で対応する。
【実施済】

・危機管理課を窓口としている。
【実施済】

・危機管理課を窓口としている。
【実施済】

危機管理課で対応する。【実施済】 ・総務課及び関係各課（建設、消防）で対応する。 ・総務課及び関係各課（建設、消防）で対応する。

・水防災に関する説明会の開催

・地域住民や関係機関を交えた共同点検に参加
・地域を対象とした防災出前講座や各種会議，研
修会などにおいて，水防災に関する講習を実施

・地域住民や関係機関を交えた共同点検に参加
・地域を対象とした防災出前講座や各種会議，研
修会などにおいて，水防災に関する講習を実施

防災講話等で取り上げている。

ハザードマップを用いた研修により、避難のタイミン
グや避難経路について確認する研修を実施した。
【毎年度実施】

・出前講座で水害対応に関する内容を充実させ
る。
【Ｈ28年度～】

・出前講座で水害対応に関する内容を充実させ
る。
【Ｈ28年度～】

・各自主防災組織が開催する避難訓練等の支援
及び出前講座にて水防災に関する内容を充実す
る。
【継続実施】

・各自主防災組織が開催する避難訓練等の支援
及び出前講座にて水防災に関する内容を充実す
る。
【継続実施】

出前講座にて実施。今後も継続して行う。【実施
済】

・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・小中学生を対象とした防災教育の実施及び教
員へのサポート

・本市においては、学区内に洪水浸水想定区域等
を含む学校に対し、ハザードマップを活用しての児
童生徒への安全指導を指示しているところである
が、現在実施している山地防災教育と併せ、水災
害教育についても、関係機関と調整し実施につい
て検討
【H29年度～】
・既存の安全教育研修に水災害教育の内容を加
えて実施することを検討

・本市においては、学区内に洪水浸水想定区域等
を含む学校に対し、ハザードマップを活用しての児
童生徒への安全指導を指示しているところである
が、現在実施している山地防災教育と併せ、水災
害教育についても、関係機関と調整し実施につい
て検討
【H29年度～】
・既存の安全教育研修に水災害教育の内容を加
えて実施することを検討

社会や理科の時間において自然災害と防災につ
いて学習している。総合的な学習の時間において
も、洪水・土砂災害ハザードマップ等を活用し身近
なことから防災について学んでいる。以上のことを
継続していく。

【R2年度～】
小学校３，４年生の副読本に防災の取組について
が追加、必ず履修することになった。
授業への支援についても、呼びかけている。

小学校３，４年生の社会科の副読本で水防災につ
いての学習を掲載

・栃木市防災教育基本プログラムを作成。本プロ
グラムを活用した取組を通じて、自分の命は自分
で守り抜く子どもや進んで地域の安全に貢献しよう
とする子どもの育成を目指していく。
【H28年度～】

・栃木市防災教育基本プログラムを作成。本プロ
グラムを活用した取組を通じて、自分の命は自分
で守り抜く子どもや進んで地域の安全に貢献しよう
とする子どもの育成を目指していく。
【H28年度～】

・要請により、防災訓練・出前講座等を支援してい
く。
【継続実施】

・要請により、防災訓練・出前講座等を支援してい
く。
【継続実施】

出前講座にて実施。今後も継続して行う。 ・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実
施

・防災出前講座や各種会議，研修会などで適切
な避難行動について周知を図るとともに，地域が
実施する防災訓練を支援

・防災出前講座や各種会議，研修会などで適切
な避難行動について周知を図るとともに，地域が
実施する防災訓練を支援

継続していくとともに充実を図る。
【継続実施】

令和元年東日本台風の災害記録誌を作成してい
る。【R2年度】

・防災対策に関する出前講座を実施。
【継続実施】

・防災対策に関する出前講座を実施。
【継続実施】

・自治会・各団体の要望により、出前講座等を実
施している。
【継続実施】

・自治会・各団体の要望により、出前講座等を実
施している。
【継続実施】

実施している。今後も継続して行う。【実施済】 ・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提
供

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効
性を高める取組の実施

・地域に出向き，マイ・タイムラインの作成講座を実
施するほか，防災マップを含む地区防災計画の作
成を支援
・防災出前講座や各種会議，研修会などで適切
な避難行動について周知を図るとともに，地域が
実施する防災訓練を支援

・地域に出向き，マイ・タイムラインの作成講座を実
施するほか，防災マップを含む地区防災計画の作
成を支援
・防災出前講座や各種会議，研修会などで適切
な避難行動について周知を図るとともに，地域が
実施する防災訓練を支援

ハザードマップ改訂版の防災学習面において、マイ
タイムラインの作成について、周知を行った。

・防災対策に関する出前講座にて、防災ハザード
マップを用いて自宅周辺の状況や避難経路の確
認を行うことやマイ・タイムラインの重要性と作成方
法について説明している。

・防災対策に関する出前講座にて、防災ハザード
マップを用いて自宅周辺の状況や避難経路の確
認を行うことやマイ・タイムラインの重要性と作成方
法について説明している。

・マイ・タイムライン策定（R２年度８月）【実施済】
動画投稿サイトにハザードマップの見方について、
動画を投稿し、周知した。【実施済】

・マイ・タイムライン策定（R２年度８月）【実施済】
動画投稿サイトにハザードマップの見方について、
動画を投稿し、周知した。【実施済】

出前講座にて実施。今後も継続して行う。 マイ・タイムラインの作成講座の実施を検討する。
【検討中】

マイ・タイムラインの作成講座の実施を検討する。
【検討中】

■共助の仕組みの強化

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する
取組の情報共有

・防災関係部局だけでなく，高齢者福祉部局など
にも，協議会等に関する取組について，情報共有
を実施

・防災関係部局だけでなく，高齢者福祉部局など
にも，協議会等に関する取組について，情報共有
を実施

高齢者福祉部局に関する協議会の取組について
情報共有する。

・協議会等に関する取組を必要に応じて福祉部局
と情報共有。

・協議会等に関する取組を必要に応じて福祉部局
と情報共有。

・継続して情報共有をおこなう ・継続して情報共有をおこなう 高齢者福祉部局と協議会等に関する取組を情報
共有する。【実施済】

福祉部局と協議会などに関する情報を共有する。
【実施予定】

福祉部局と協議会などに関する情報を共有する。
【実施予定】

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携し
た水害からの高齢者に対して避難行動の理解促
進に向けた取組の検討・実施

・地域包括支援センターの職員が参加する担当者
会議において，水害からの避難に関する説明会を
実施
・高齢者を含め，自ら避難することが困難であり，
避難行動の支援が必要な方を対象として，地域で
支援する体制を整備
・地域包括支援センターにおける地域ケア会議の
中で，ハザードマップの共有など，避難行動の理解
促進に向けた取組を実施

・地域包括支援センターの職員が参加する担当者
会議において，水害からの避難に関する説明会を
実施
・高齢者を含め，自ら避難することが困難であり，
避難行動の支援が必要な方を対象として，地域で
支援する体制を整備
・地域包括支援センターにおける地域ケア会議の
中で，ハザードマップの共有など，避難行動の理解
促進に向けた取組を実施

・要配慮者向けの支援対策について、先進事例を
研究していく。
・地域包括支援センターにハザードマップを提供し
たほか、防災学習会等の実施について呼び掛けて
いる。

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと高齢者
の日々の関わりの中で、台風等に関する情報提供
を行うとともに、避難するタイミングや避難先等、避
難行動について具体的に検討を行う。
・地域包括支援センター職員向けの災害対応研
修会において、令和元年台風19号や平成27年豪
雨災害当時の状況を元に、災害時対応の再確認
や課題整理を実施した他、ハザードマップを配布し
情報提供を行った。

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと高齢者
の日々の関わりの中で、台風等に関する情報提供
を行うとともに、避難するタイミングや避難先等、避
難行動について具体的に検討を行う。
・地域包括支援センター職員向けの災害対応研
修会において、令和元年台風19号や平成27年豪
雨災害当時の状況を元に、災害時対応の再確認
や課題整理を実施した他、ハザードマップを配布し
情報提供を行った。

・地域包括支援センターやケアマネジャーの研修
会をとおして水害からの高齢者の避難行動につい
て情報共有を図る。

・地域包括支援センターやケアマネジャーの研修
会をとおして水害からの高齢者の避難行動につい
て情報共有を図る。

地域包括支援センターにハザードマップの掲示や
防災関連のパンフレット等を設置する。【実施済】

地域包括支援センターにハザードマップの掲示や
防災関連のパンフレットなどの設置を検討する。
【検討中】

地域包括支援センターにハザードマップの掲示や
防災関連のパンフレットなどの設置を検討する。
【検討中】

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援
体制について検討

・洪水や土砂のハザードエリア内の要配慮者利用
施設については，各施設で避難確保計画を作成
し，定期的に避難訓練を実施することで，災害に
備えるとともに，必要に応じて近隣施設との連携や
周辺住民の支援による避難誘導など，地域の実
情に応じた支援体制の構築を図る。

・洪水や土砂のハザードエリア内の要配慮者利用
施設については，各施設で避難確保計画を作成
し，定期的に避難訓練を実施することで，災害に
備えるとともに，必要に応じて近隣施設との連携や
周辺住民の支援による避難誘導など，地域の実
情に応じた支援体制の構築を図る。

・避難確保計画を作成、更新してもらう中で、地域
との連携について、必要に応じ調整、記載するよう
に指導している。
・要配慮者利用施設と地域を繋ぐ支援を実施す
る。

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援
体制について、先進事例の調査研究を行う。

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援
体制について、先進事例の調査研究を行う。

・要配慮者利用施設と協議し、町会や自主防災組
織に要配慮者利用施設に関する情報を共有す
る。

・要配慮者利用施設と協議し、町会や自主防災組
織に要配慮者利用施設に関する情報を共有す
る。

事業所によっては、地域との交流を通じた支援（連
携）について、避難確保計画に定めている。【実施
済】

要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体
制について検討する。【検討中】

要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体
制について検討する。【検討中】

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫や土砂災害による被害の軽減、避難時間の確保のための水防・土砂災害防止活動の取組
■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及び水防体制の強化

・水門操作の検討、水門操作時における情報伝
達方法の見直し

・国、県、市の三者による浸水対策会議を設置。
浸水対策に係る協議を実施している。
・水門操作を実施する場合には、管理者から市に
情報伝達する体制を構築した。

令和元年東日本台風の実績を踏まえ、一部の水
門にパトランプとサイレンを設置し、水門操作時に
近隣住民に周知する環境を整備した。【R2年度実
施】

・水防団等への連絡体制の再確認

・ＭＣＡ無線機やＥメールを活用し，情報伝達手段
を確保

・ＭＣＡ無線機やＥメールを活用し，情報伝達手段
を確保

災害時、消防団員へEメール指令を発信しており、
随時確認を行っている。

・無線やメールを活用した連絡体制を確保
【実施済】

・無線やメールを活用した連絡体制を確保
【実施済】

毎年度、連絡体制の再確認を行う。
【継続実施】

毎年度、連絡体制の再確認を行う。
【継続実施】

・携帯電話及び消防無線による連絡体制を確保。
【実施済】

災害情報一斉メール
【実施済み（継続）】

災害情報一斉メール
【実施済み（継続）】

・水防団同士の連絡体制の確保
・ＭＣＡ無線による連絡体制を確保 ・ＭＣＡ無線による連絡体制を確保 ・ＭＣＡ無線による連絡体制を確保している ・無線機を活用した連絡体制の確保

【実施済】
・無線機を活用した連絡体制の確保
【実施済】

・水防団同士の連絡体制確保済。
【実施済】

・水防団同士の連絡体制確保済。
【実施済】

・携帯電話及び消防無線による連絡体制を確保。
【実施済】

デジタル簡易無線
【実施済み（継続）】

デジタル簡易無線
【実施済み（継続）】

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリス
クが高い区間の共同点検

・毎年，出水期前に重要水防箇所等の共同点検
を消防団及び関係機関で実施

・毎年，出水期前に重要水防箇所等の共同点検
を消防団及び関係機関で実施

県や市の関係機関とともに重要水防箇所の合同
点検を実施。
【実施済】

・県が実施している重要水防箇所等の共同点検を
実施。
【実施済】

・県が実施している重要水防箇所等の共同点検を
実施。
【実施済】

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。
【実施済】

・重要水防箇所等の共同点検へ参加する。
【実施済】

・毎年、出水期前に県土木等と重要水防箇所及
び水防倉庫の点検を実施。【実施済】

・重要水防箇所の再確認及び資器材の作動状況
や備蓄状況を点検する。
【平成29年度～】

・重要水防箇所の再確認及び資器材の作動状況
や備蓄状況を点検する。
【平成29年度～】

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害
防災訓練等の検討・実施

・毎年，関係機関と連携した宇都宮市水防訓練を
実施

・毎年，関係機関と連携した宇都宮市水防訓練を
実施

水防訓練において関係機関と連携した訓練を検
討する。
より多くの関係機関が連携した訓練の実施を検討
していく。

・関係機関が行う水防訓練に参加する。
・出水期前に栃木市水防訓練を実施する。

・関係機関が行う水防訓練に参加する。
・出水期前に栃木市水防訓練を実施する。

・毎年、利根川水系合同水防訓練の参観を実施
している。
【継続実施】

・毎年、利根川水系合同水防訓練の参観を実施
している。
【継続実施】

・毎年、出水期前に各関係機関参加の防災訓練
及び水防工法訓練等を実施。【実施済】

・関係機関が実施する水防訓練の参加を検討す
る。また、関係機関が実施する水防訓練への参加
についても検討する。
【平成29年度～】

・関係機関が実施する水防訓練の参加を検討す
る。また、関係機関が実施する水防訓練への参加
についても検討する。
【平成29年度～】

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・
指定を促進

・消防団が水防団を兼ねているため，消防団員募
集を実施

・消防団が水防団を兼ねているため，消防団員募
集を実施

消防団が水防団を兼務しているので、団員入団促
進への取り組みを継続。

・消防団が水防団を兼務しているため、ホーム
ページや広報等で消防団員を広く募集していく。
【継続実施】

・消防団が水防団を兼務しているため、ホーム
ページや広報等で消防団員を広く募集していく。
【継続実施】

・HP、広報誌及びケーブルテレビを活用し募集して
いる。今後も募集を行う。
【継続実施】

・HP、広報誌及びケーブルテレビを活用し募集して
いる。今後も募集を行う。
【継続実施】

・消防団や建設業協会の他にも水防協力団体の
募集・促進を行う。【実施済】

建設業組合による土のう作成作業の支援
【実施済み（継続）】

建設業組合による土のう作成作業の支援
【実施済み（継続）】

・ダムの洪水調節機能の強化



○令和３年度に実施した取組内容

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等

・再度災害防止対策（改良復旧、堤防強化、堆
積土除去等）

・浸水対策検討会を設立し、抜本的な浸水対策
を実施

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等

■危機管理型ハード対策

・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強
■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を
把握・伝達するための基盤の整備

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の
整備

・河川防災ヤードの整備

・水防活動を支援するための水防資機材等の配
備（新技術活用も含め）及び適切な管理

・簡易水位計やCCTVカメラ等の検討・設置

・浸水時においても災害対応を継続するための施
設の整備及び自家発電装置等の耐水化

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ
■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図
等の作成や氾濫シミュレーションの公表

・水位予測の精度向上検討

・土砂災害警戒区域２巡目調査

・土砂災害警戒基準線等の見直し

・水位周知河川等の拡大検討

・広域避難計画の策定

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップの作成・周知

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避
難等）の検討・周知（効果的なまるごとまちごとハ
ザードマップの検討・周知を含む）

・要配慮者利用施設の避難計画の検討・作成及
び管理者への周知・啓発

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し

項　　目

■ハッチ：令和３年度実施（過年度実施済含む）　　□ハッチ：令和３年度未実施　　■ハッチ：令和４年度以降実施
日光市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市

渡良瀬 利根川上流 鬼怒・小貝 鬼怒・小貝 久慈・那珂 久慈・那珂 久慈・那珂 鬼怒・小貝 久慈・那珂 鬼怒・小貝

・280MHｚ帯ポケベル波を活用した情報伝達手段
の整備
【実施済み】
・戸別受信機の配布
【実施済み（継続）】

・同報系防災行政無線はデジタル化済み【実施済
み】
・防災ラジオの導入【平成２９年１１月実施済み】
・防災ラジオの無償貸与を緊急情報が必要な視
覚障がい者（１～２級）に実施する。【平成２９年度
実施済み】
・防災ラジオの無償貸与を、視覚障がい者（３～６
級）、自治会長、自主防災会長、民生委員児童委
員に実施する。【平成３０年度実施済み】

・同報系防災行政無線はデジタル化済み【実施済
み】
・防災ラジオの導入【平成２９年１１月実施済み】
・防災ラジオの無償貸与を緊急情報が必要な視
覚障がい者（１～２級）に実施する。【平成２９年度
実施済み】
・防災ラジオの無償貸与を、視覚障がい者（３～６
級）、自治会長、自主防災会長、民生委員児童委
員に実施する。【平成３０年度実施済み】

・屋外拡声子局204基のデジタル化を完了した。
・コミュニティFMの開局に伴い、防災ラジオの運用
を開始、市民に対し配布、販売を行う。
【R2年度より随時実施】

令和2年度末に携帯電話網を利用した防災行政
無線システムの整備が完了し、令和3年度から運
用を開始している。
【実施済み】

防災行政無線は市内全域に整備済み。
防災無線の調整、個別受信機等を補完する戸別
受信機を配付（希望世帯）
【継続実施】

・280MHｚ帯ポケベル波を活用した情報伝達手段
の整備及び戸別受信機（防災ラジオ）の配備。
【R3年度】

防災無線戸別受信機無償貸与事業を実施【H28
年度～】

防災無線戸別受信機無償貸与事業を実施【H28
年度～】

・防災ラジオの有償頒布の検討。平成２９年度に
既配布者に対し、防災ラジオでの情報取得に関す
るアンケートを実施。平成30年度に新しい防災情
報伝達システムの検討を実施、令和元年度に新
しい防災情報伝達システムを導入。当該アプリの
周知の他、戸別受信機の貸与を実施している。防
災行政無線のデジタル化について検討中。
【H29年度～】

・水防機材を水防団に配備し、管理状態を確認し
ている。
【実施済み（継続）】

・公園、自治会公民館、集会所、消防署、分署等
に土のう6,200袋配備済み【平成28年度実施済】
・救命胴衣620着配備済み【平成28年度実施済】
・救命用ゴムボート５艇新規配備済み【平成28年
度実施済】
・資機材の補充。【平成２９年度～実施済】
・資機材の整備を実施。【平成３０年度～実施済】
・連結水嚢を購入し消防署へ配備【平成３０年度】
・消防団車庫に救命ボート１７艇、ライフジャケット３
０着の増強。【令和元年度】
・思川及び豊穂川沿いに連結水のう設置。水防資
機材の整備を実施し、土のう備蓄数の増強。【令
和２年度】
・小山市緊急排水強化対策事業として排水ポンプ
車２台を配備し、風水害時に備え排水作業の訓練
を実施【令和２年度】
・水防資器材の備蓄状況を出水期前に調査し、備
蓄状況の把握、点検及び補充を実施。【令和２年
度】
・水防資器材の点検整備、補充を実施【令和３年
度】

・公園、自治会公民館、集会所、消防署、分署等
に土のう6,200袋配備済み【平成28年度実施済】
・救命胴衣620着配備済み【平成28年度実施済】
・救命用ゴムボート５艇新規配備済み【平成28年
度実施済】
・資機材の補充。【平成２９年度～実施済】
・資機材の整備を実施。【平成３０年度～実施済】
・連結水嚢を購入し消防署へ配備【平成３０年度】
・消防団車庫に救命ボート１７艇、ライフジャケット３
１着の増強。【令和元年度】
・水防資機材の整備を実施し、土のう備蓄数の増
強。【令和２年度】
・水防資器材の備蓄状況を出水期前に調査し、備
蓄状況の把握、点検及び補充を実施。【令和２年
度】
・水防資器材の点検整備、補充を実施【令和３年
度】

・備蓄品の分散した配備を進める。
・資材の定期的な点検を実施する。
【H30年度～】

水防資機材等の配備及び管理を継続し、必要に
応じて拡充を行う。【継続実施】

水防資機材等の確認と適切な管理を行う。
【継続実施】

・市内7箇所の水防倉庫に水防資機材を配備
【実施済み】

既存の備蓄品を確認、必要があれば随時更新 既存の備蓄品を確認、必要があれば随時更新 ・既存の配備で十分機能できると推察される。ま
た、令和２年度に防災倉庫を新たに12基設置。
【H29年度～】

・新庁舎建設時に電気設備及び自家発電装置を
屋上（５階相当）に設置
【平成30年度実施済み】

・消防庁舎自家発電設備耐水化済み【実施済】
・小山市役所本庁舎建設中自家発電装置設置予
定【令和元年度】
・令和3年4月市役所新庁舎免震構造完成・自家
発電装置を屋上に設置【令和3年度】

・消防庁舎自家発電設備耐水化済み【実施済】
・小山市役所本庁舎建設中自家発電装置設置予
定【令和元年度】
・令和3年4月市役所新庁舎免震構造完成・自家
発電装置を屋上に設置【令和3年度】

・新庁舎5階に自家発電装置を整備
【設置済】

自家発電装置を浸水しない場所（8階庁舎屋上）
へ設置。
【H30年度実施済み】

・災害対策本部を開設する市本庁舎について、河
川沿いの立地であるため、自家発電装置の耐水
化について検討する。
【Ｈ30年度～】

・浸水想定区域に対象施設等なし ・市本庁舎の非常用電源設置工事実施【R2年
度】

・市本庁舎の非常用電源設置工事実施【R2年
度】

・鬼怒・小貝川上流域については、本市は浸水想
定区域外。【平成29年度～】

・当市では浸水想定区域が示されていないことか
ら、浸水による広域避難を要する地域は無いが、
隣接する市町村等との災害時における相互応援
に関する協定の中で、被災住民の受入れに関する
内容を定めている。
【実施済み】

・平成２９年７月７日に災害時広域支援連携協定
（栃木市・野木町・結城市・下野市）と協定締結
【平成２９年度】
・平成３０年９月１日の小山市水防訓練時に広域
避難訓練を実施【平成３０年度】

・平成２９年７月７日に災害時広域支援連携協定
（栃木市・野木町・結城市・下野市）と協定締結
【平成２９年度】
・平成３０年９月１日の小山市水防訓練時に広域
避難訓練を実施【平成３０年度】

・広域避難計画策定を検討していく【令和4年度
～】

・広域避難計画策定を検討していく
【Ｒ4年度～】

広域避難計画を検討する。
【平成29年度～】

・広域避難計画の策定について検討する。
【Ｈ29年度～】

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定
の締結を検討する。

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定
の締結を検討する。

・浸水想定区域内に指定避難所はあるものの隣接
指定避難所で代替可能。
・隣接自治体等から打診があった場合は策定につ
いて検討する。
【順次実施】

・浸水想定区域が存在しないため特になし ・ハザードマップの作成【平成30年度】
・出前講座・各公民館・公共施設等で周知・PRを
実施。【令和元年度、令和2年度】

・ハザードマップの作成【平成30年度】
・出前講座・各公民館・公共施設等で周知・PRを
実施。【令和元年度、令和2年度】

・H30に作成したハザードマップの外国語版を作成
し配布した。
【R元年度】

本庁舎、支所にハザードマップを設置、配付を通じ
て周知を行っている。

・洪水ハザードマップを再作成し全戸配布【R2年７
月】
、周知を実施
・新たに作成された浸水リスク想定図を基に、浸水
リスクハザードマップを作製【R4年３月】令和４年度
に配布。

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を表
示したハザードマップを作成し、周知する。その際、
対象区域外はリスクがないと誤解されないよう工夫
する。
【R元年度～】

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップを作成。配布を行う。
【Ｈ30年度】
・五行川浸水想定区域をホームページ等で周知
を図った。【R２年度】

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップを作成。配布を行う。
【Ｈ30年度】
内川浸水想定区域のハザードマップ差込を配布。
【R２年度】
荒川ダム下流域における浸水想定区域をホーム
ページ等で周知を図った。【R２年度】
那珂川水系江川浸水リスク想定図を対象住民に
配布及びホームページ等で周知を図った。【R３年
度】

・鬼怒・小貝川上流域については、本市は浸水想
定区域外。洪水予報河川、水位周知河川以外の
中小河川について、県による浸水リスク想定図公
表後にハザードマップを更新予定。令和３年度に
浸水リスク想定図・土砂災害警戒区域の見直しを
反映したハザードマップに更新。
【H29年度～】

・土砂災害警戒区域等の再指定が完了後、防災
マップ等の作成を検討
【平成2９年度～】

・市内全戸配布した防災ガイドブックで周知済み。
「広告付避難場所等電柱看板に関する協定」を東
電タウンプランニング及び三信電工と締結している
ため、その内容に沿って電柱へ指定避難所の情
報を掲載していく（継続して実施）

・市内全戸配布した防災ガイドブックで周知済み。
「広告付避難場所等電柱看板に関する協定」を東
電タウンプランニング及び三信電工と締結している
ため、その内容に沿って電柱へ指定避難所の情
報を掲載していく（継続して実施）

市内電柱に掲示している浸水想定テープの貼替
えを検討
【R３年度】

・ハザードマップ（震災・洪水・土砂災害警戒区域・
ダム放流・防災ため池）見直しの際に検討する
【Ｒ4年度】

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップを作成。垂直避難等の情報
の掲載を行う。

・洪水（おそれ）時には、浸水想定区域内の指定
避難所に避難しないことを周知する。
【Ｈ28年度～】

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップを作成。垂直避難等の情報
の掲載を行う。【Ｈ30年度】

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップを作成。垂直避難等の情報
の掲載を行う。【Ｈ30年度】
喜連川地区の電柱に浸水想定深表示板（70
箇所）を設置【R２年度】

・鬼怒・小貝川上流域については、本市は浸水想
定区域外。【平成29年度～】

・日光市内に浸水想定区域は無いが、土砂災害
警戒区域内の要配慮者利用施設については周知
済み
【平成30年度実施】

・要配慮者利用施設管理者へ周知済み。【継続
指導】
・福祉避難所として新規（H28年度）に3箇所登録
済み。
・福祉避難所として新規に５箇所登録済み。【平成
２９年度】
・浸水想定区域の見直し及び土砂災害警戒区域
の追加指定に伴い、浸水想定区域内の要配慮者
利用施設が増えたことで、避難確保計画の作成・
市長への報告・訓練の実施を指導する。避難確
保計画については全施設作成・報告済み。【平成
３０年度～】

・要配慮者利用施設管理者へ周知済み。【継続
指導】
・福祉避難所として新規（H28年度）に3箇所登録
済み。
・福祉避難所として新規に５箇所登録済み。【平成
２９年度】
・浸水想定区域の見直し及び土砂災害警戒区域
の追加指定に伴い、浸水想定区域内の要配慮者
利用施設が増えたことで、避難確保計画の作成・
市長への報告・訓練の実施を指導する。避難確
保計画については全施設作成・報告済み。【平成
３０年度～】

・地域防災計画の改訂に併せ、要配慮者利用施
設該当箇所の見直しを実施。【令和3年度】
・作成支援及び訓練内容の助言を行う。【令和4
年度】

危険箇所に位置する要配慮者利用施設について
は、避難確保計画作成の支援を行い、定期的な
避難訓練を実施を促進している。【継続実施】

・要配慮者利用施設へ避難確保計画の作成依頼
するとともに、避難確保計画の作成支援等実施。
【R３年度】

・要配慮者利用施設の管理者に対し、避難計画
の作成支援や訓練の実施支援を行う。
【Ｈ28年度～】

・要配慮者施設における避難計画の策定サポート
を開始している。【Ｈ29年度～】
・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップを作成。
・要配慮者利用施設への配布。
マップの利用の呼びかけを行う。【Ｈ30年度】

・要配慮者施設における避難計画の策定サポート
を開始している。【Ｈ29年度～】
・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップを作成。
・要配慮者利用施設への配布。
マップの利用の呼びかけを行う。【Ｈ30年度】

・鬼怒・小貝川上流域については、本市は浸水想
定区域外。【平成29年度～】

・必要に応じてマニュアルを随時見直す。
【令和2年度修正】

・平成２８年度（８月、３月）に地域防災計画を改訂
済み。【平成28年度】
・令和元年度にも地域防災計画を改訂済み。
・令和３年５月の避難発令基準の改正に伴い関係
する計画の地域防災計画及び水防計画を令和４
年３月改正する。【令和３年度】

・平成２８年度（８月、３月）に地域防災計画を改訂
済み。【平成28年度】
・令和元年度にも地域防災計画を改訂済み。
・令和３年５月の避難発令基準の改正に伴い関係
する計画の地域防災計画及び水防計画を令和４
年３月改正する。【令和３年度】

・地域防災計画の見直しを検討する。
【H29年度】
・職員初動マニュアル、市業務継続計画の見直し
を検討する。
【H30年度～】

・地域防災計画の改定に伴う見直しを検討する
【R4年度～】

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直しを
行う。
【Ｈ30年度～】

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直しを
行う。
【Ｈ29年度～】

・地域防災計画の見直しを行い「避難勧告等の判
断マニュアル」を更新。【Ｈ29年3月】
・避難情報の変更に伴う、各種マニュアルの見直
し【R３年度～】

・地域防災計画の見直しを行い「避難勧告等の判
断マニュアル」を更新。【Ｈ29年3月】
・避難情報の変更に伴う、各種マニュアルの見直
し【R３年度～】

・策定済のマニュアルを適宜見直す。また、災害
対策基本法の改正に合わせて修正予定。
【順次実施】

さくら市小山市
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○令和３年度に実施した取組内容
項　　目

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確
立（自治体未加入世帯、高齢者、外国人等）

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・
実施

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

・水防災に関する説明会の開催

・小中学生を対象とした防災教育の実施及び教
員へのサポート

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実
施

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提
供

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効
性を高める取組の実施

■共助の仕組みの強化

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する
取組の情報共有

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携し
た水害からの高齢者に対して避難行動の理解促
進に向けた取組の検討・実施

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援
体制について検討

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫や土砂災害による被害
■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及

・水門操作の検討、水門操作時における情報伝
達方法の見直し

・水防団等への連絡体制の再確認

・水防団同士の連絡体制の確保

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリス
クが高い区間の共同点検

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害
防災訓練等の検討・実施

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・
指定を促進

・ダムの洪水調節機能の強化

■ハッチ：令和３年度実施（過年度実施済含む）　　□ハッチ：令和３年度未実施　　■ハッチ：令和４年度以降実施
日光市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市

渡良瀬 利根川上流 鬼怒・小貝 鬼怒・小貝 久慈・那珂 久慈・那珂 久慈・那珂 鬼怒・小貝 久慈・那珂 鬼怒・小貝
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・戸別受信機の配布
・日光市防災メール（登録型防災メール）の登録
者の増加を図る。
【実施済み（継続）】

・同報系防災行政無線、CATV、安全安心情報
メール、緊急速報メール、ホームページ、車両広
報、自治会長、自主防災会長への電話連絡。
・コミュニティFMを活用した情報伝達【H29.11～】
・防災ラジオ無償貸与【継続実施】
・新庁舎に災害対策本部システムを構築、市防災
ポータルサイトを開設する。【令和３年度】

・同報系防災行政無線、CATV、安全安心情報
メール、緊急速報メール、ホームページ、車両広
報、自治会長、自主防災会長への電話連絡。
・コミュニティFMを活用した情報伝達【H29.11～】
・防災ラジオ無償貸与【継続実施】
・新庁舎に災害対策本部システムを構築、市防災
ポータルサイトを開設する。【令和３年度】

・H30に作成したハザードマップの外国語版（４か国
語）を作成し配布した。
【R元年度】

・自治会等への電話連絡、広報車、防災行政無
線システム、Ｌアラート、市登録制メール、エリア
メール、ＳＮＳ等多様な情報伝達体制を確立してい
る。
【継続実施】

防災無線、登録制メール、広報車による情報伝達
を行うとともに、対象地区の自治会等への電話連
絡を行う。
防災行政無線の放送後２４時間確認できる電話
番号に、フリーダイヤルを追加し体制の拡充を図っ
ている
【Ｈ29年度～】
戸別受信機を配付【R2年度～】
防災無線の音達改善のため、スピーカの高性能化
を図った。【R３年度】令和４年度も引続きスピーカ
の高性能化を図る。

・登録制メールの登録者拡大を図るとともに、さら
に確実な情報伝達を目指し、新たな伝達方法を
検討する。
【Ｈ28年度～】

・防災行政無線、防災メール、市公式LINE等によ
る情報伝達体制の確保
防災無線戸別受信機無償貸与事業を実施【H28
年度～】
防災メール機能の拡張（災害時避難行動要支援
者向けに災害時にSMS、電話の配信）【R2年度】

・防災行政無線、防災メール、市公式LINE等によ
る情報伝達体制の確保
防災無線戸別受信機無償貸与事業を実施【H28
年度～】
防災メール機能の拡張（災害時避難行動要支援
者向けに災害時にSMS、電話の配信）【R2年度】

・Ｌアラート、緊急速報メール、登録制メール、広報
車等による広報などの情報伝達方法を確立してい
る他、令和元年度に新しい防災情報伝達システム
を導入。当該アプリの周知の他、戸別受信機の貸
与を進める。
【H29年度～】

・自主防災組織向け研修
・自主防災組織の連合化推進
・運営費の補助
【実施済み（継続）】

・自主防災会の設立拡大
・普及率目標　６５％（令和２年度）
【継続実施】

・自主防災会の設立拡大
・普及率目標　６５％（令和２年度）
【継続実施】

・女性防火クラブを初めとする地域に根ざした自主
防災組織の充実を図る。
【順次実施】

・自主防災組織の結成を促進し、防災講演を実施
している。
【継続実施】

自主防災組織の組織結成の推進、訓練等の支援
を実施。
【Ｈ29年度～】

・自主防災組織の結成を促進し、組織の活動を支
援する。
【Ｈ28年度～】

・自主防災組織、行政区へ研修実施。
【随時】
・自主防災組織活動支援（資機材・活動）を実施
【Ｈ29年度～】

・自主防災組織、行政区へ研修実施。
【随時】
・自主防災組織活動支援（資機材・活動）を実施
【Ｈ29年度～】

市内全地区に自主防災組織が設立されている。

・土砂災害に対するタイムラインは作成済み。河川
については、市内に洪水予報河川がないが、タイ
ムライン作成の必要性を検討していく。
【実施済み】

・避難勧告の発令に着目したタイムラインの適時
更新済み。
・市HPに掲載し広報済み。
・タイムラインを軸とした実践的な水防訓練を実施
（H28.6月)

・避難勧告の発令に着目したタイムラインの適時
更新済み。
・市HPに掲載し広報済み。
・タイムラインを軸とした実践的な水防訓練を実施
（H28.6月)
・ホットライン訓練を実施【毎年度】

・避難勧告の廃止に伴うタイムラインの見直しを行
う。
【令和4年度～】
・全庁的な訓練を検討する。
【H30年度～】

・洪水予報河川毎にタイムラインを作成し、市防災
訓練に活用している。
今後内容の修正やマイタイムライン作成を検討す
る。
【実施済み】

避難情報改定に伴いタイムライン作成【R３年度】 ・タイムライン作成済【R3年度】 過去の災害の検証や訓練等を踏まえて、随時見
直しを実施

過去の災害の検証や訓練等を踏まえて、随時見
直しを実施

・鬼怒・小貝川上流域については、本市は浸水想
定区域外。

・総務課及び関係各課（建設、消防）で対応する。 ・新防災ガイドブックを市内全戸に配布（H28.7月）
・小山市防災ガイドブックは、消防本部危機管理
課が窓口となっている
・洪水ハザードマップは、建設水道部治水対策課
が担当窓口となっている
【継続】
・改訂した防災ガイドブックを令和2年度に市内全
戸に配布

・新防災ガイドブックを市内全戸に配布（H28.7月）
・小山市防災ガイドブックは、消防本部危機管理
課が窓口となっている
・洪水ハザードマップは、建設水道部治水対策課
が担当窓口となっている
【継続】
・改訂した防災ガイドブックを令和2年度に市内全
戸に配布

・現状どおり、担当部署が問い合わせの対応に当
たる。

・危機管理課が窓口となり、警察・消防等の関係
機関と連携を図る。
【実施済み】

・生活環境課が問い合わせ窓口となり、関係機関
と連携を図る。
【令和３年度～】

・総務課が窓口となり、各支所との調整、消防署と
の連携を図っている。
【実施済】

総務課及び関係各課にて対応 総務課及び関係各課にて対応 ・総務課及び関係課で対応するが、現状の総務課
危機管理G一極集中は適宜見直す。
【H29年度～】

・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・国より利根川、渡良瀬川、思川、巴波川の洪水
浸水想定区域の見直し・公表が行われたことに伴
い、地元説明会の開催済み。（H29.7月)
・水防災に関する「出前講座」を開催済み。

・国より鬼怒川、田川放水路の洪水浸水想定区域
の見直し・公表が行われたことに伴い、地元説明
会の開催済み。（H28.10月)
・水防災に関する「出前講座」を開催済み。

・要請により、出前講座等を行っている。
【H17年度～】

・自治会、自主防災組織等から要請があれば、県
の出前講座の利用を検討する。
【継続実施】

行政区や企業等の要請により防災関係の出前講
座を実施。
【Ｈ29年度～】

・開催の依頼があった場合は、県等と協力し、説明
会を開催する。
【Ｈ29年度～】

・関係機関と協力し自主防災組織等へ説明会を
実施。
・「出前学び塾」（市の出前講座）を実施。
【H17年度～】

・関係機関と協力し自主防災組織等へ説明会を
実施。
・「出前学び塾」（市の出前講座）を実施。
【H17年度～】

・自主防災組織等への啓蒙・啓発
【順次実施】

・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・小中学生を対象とした防災宿泊学習を適時実施
済み。【平成22～令和元年度】
・教職員を含む防災リーダー講習会(HUG、DIG訓
練等）を実施済み。【平成25～令和元年度】
・防災教育セミナー（大学教授による講話、テーマ
に基づいた協議・演習等）を開催。【平成24～令
和元年度】
・新型コロナ感染拡大の状況を受け、防災リーダー
講習会を中止。【令和２・３年度】
・防災教育セミナー（大学教授による講話）を規模
を縮小して開催。【令和３年度】
・防災宿泊学習に代わり、防災学習プログラム（マ
イ・タイムラインづくり・防災グッズづくり等）を実施。
【令和２・３年度】

・小中学生を対象とした防災宿泊学習を適時実施
済み。【平成22～令和元年度】
・教職員を含む防災リーダー講習会(HUG、DIG訓
練等）を実施済み。【平成25～令和元年度】
・防災教育セミナー（大学教授による講話、テーマ
に基づいた協議・演習等）を開催。【平成24～令
和元年度】
・新型コロナ感染拡大の状況を受け、防災リーダー
講習会を中止。【令和２・３年度】
・防災教育セミナー（大学教授による講話）を規模
を縮小して開催。【令和３年度】

・要請により、各学校へ出向いての防災講座等を
実施している。
【継続実施】

・学校から要請があった場合に実施している
【継続実施】

小中学校の要請により防災関係の出前講座を実
施。
【Ｈ29年度～】

・講習会等開催の依頼があった場合は、講習会等
を開催する。
【Ｈ29年度～】

・市内小学生対象にジュニア防災士検定事業を
実施【H26年度～28年度】
・「出前学び塾」（市の出前講座）を実施【H17年度
～】

・市内小学生対象にジュニア防災士検定事業を
実施【H26年度～28年度】
・「出前学び塾」（市の出前講座）を実施【H17年度
～】
・中学校に啓発物品の配布【R3年度】

・各小中学校よりの要請にあわせ実施。
【順次実施】

・要請により、出前講座を実施
【実施済み（継続）】

・出前講座を適時実施済み。 ・出前講座を適時実施済み。 ・要請により、出前講座等を行っている。
【H17年度～】

・自治会、自主防災組織等から要請があった場合
に実施している。
【継続実施】

行政区や企業等の要請により防災関係の出前講
座を実施。
【Ｈ29年度～】

・講習会等開催の依頼があった場合は、講習会等
を開催する。
【Ｈ29年度～】

・「出前学び塾」（市の出前講座）を実施【H17年度
～】
・自主防災組織や防災士を対象としたフォローアッ
プ研修の実施【R元年度～】

・「出前学び塾」（市の出前講座）を実施【H17年度
～】
・自主防災組織や防災士を対象としたフォローアッ
プ研修の実施【R元年度～】

・鬼怒・小貝川上流域については、本市は浸水想
定区域外。

マイ・タイムラインの作成講座の実施を検討する。
【検討中】

次年度以降検討していく。 次年度以降検討していく。 ・防災リーダー養成研修にてマイ・タイムライン作成
講座を実施した。
【R2年度～】

・防災マップの作成手法について検討を進めてい
る。

マイタイムラインの作成について、講座を開設し要
望に応じ実施する。

・マイ・タイムラインの作成方法についてホームペー
ジで紹介している。
【Ｒ1年度～】
・マイ・タイムラインの作成講座の実施を検討する。
【Ｒ2年度～】

防災ハザードマップの更新・配布
【平成30年度～】
タイムラインの周知
【随時】

防災ハザードマップの更新・配布
【平成30年度～】
タイムラインの周知
【随時】

防災講話時にマイ・タイムラインを周知している。
【順次実施】

福祉部局と協議会などに関する情報を共有する。
【実施予定】

高齢者福祉部局等に必要に応じて協議会の取組
等の情報共有を図っている。

高齢者福祉部局等に必要に応じて協議会の取組
等の情報共有を図っている。

・関係部局と協議会資料の共有を行う。
【R2年度～】

・協議会等に関する取組について、保健福祉部局
との定例的な打ち合わせを設定し、情報共有す
る。

関係部局と密に連携を取り、情報共有を行う。 ・高齢福祉部局と協議会等に関する取組を情報
共有する。
【Ｒ2年度～】

関係部局と随時情報共有を検討 関係部局と随時情報共有を検討 協議会の資料は適宜健康福祉課へ情報共有して
いる。【順次実施】

地域包括支援センターにハザードマップの掲示や
防災関連のパンフレットなどの設置を検討する。
【検討中】

・市内の地域包括支援センター等に、水災害の資
料や、ハザードマップ等の掲示を行った【令和3年
度】

・市内の地域包括支援センター等に、水災害の資
料や、ハザードマップ等の掲示を行った【令和３年
度】

・関係部局と協議会資料の共有を行う。
【R4年度～】

地域包括支援センターと連携した、高齢者への避
難行動の理解促進への取り組みを検討する。

該当する団体からの依頼により、防災に関する出
前講座を実施する。

・地域包括支援センターにハザードマップの掲示や
防災関連のパンフレット等を設置する。
【Ｒ2年度～】

要配慮者施設における避難計画の策定サポート
【Ｈ29年度～】
地域包括支援センター（市内２箇所）にハザード
マップやリーフレット等の設置
【R３年度～】

要配慮者施設における避難計画の策定サポート
【Ｈ29年度～】
地域包括支援センター（市内２箇所）にハザード
マップやリーフレット等の設置
【R３年度～】

防災情報伝達システムの戸別受信機の貸与につ
いて、総務課以外に健康福祉課でも受付を行って
いる。戸別受信機での放送を通し、避難行動の理
解促進を進めている。【順次実施】

要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体
制について検討する。【検討中】

次年度以降検討していく。 次年度以降検討していく。 ・関係部局と連携し、検討していく。【R4年度～】 危険箇所に位置する要配慮者利用施設について
は、避難確保計画作成、防災訓練実施の呼びか
けを実施。
【継続実施】

要配慮者利用施設を有する地区と連携を取り、検
討を行う。

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援
体制について検討する。
【Ｒ2年度～】

関係部局と随時検討する。 関係部局と随時検討する。 ・鬼怒・小貝川上流域については、本市は浸水想
定区域外。【令和２年度～】

災害情報一斉メール
【実施済み（継続）】

・連絡体制については、既存の災害情報発信メー
ルや自動音声システム（指令台による順次指令）
による連絡体制を確保。（実施済み）
【H28年度～】

・連絡体制については、既存の災害情報発信メー
ルや自動音声システム（指令台による順次指令）
による連絡体制を確保。（実施済み）
【H28年度～】

・連絡網を整備し、連絡体制強化を図っている。 携帯電話及び消防無線による連絡体制を確保。
【継続実施】

毎年連絡先の確認を実施 ・水防訓練を実施している。
【Ｈ28年度～】

携帯電話、防災行政無線（移動系）、消防団LINE
等複数手段を確保

携帯電話、防災行政無線（移動系）、消防団LINE
等複数手段を確保

・既に複数の伝達手段を確保。

デジタル簡易無線
【実施済み（継続）】

・近隣市町の担当課に対し、電話による連絡体制
を確保。（実施済み）

・近隣市町の担当課に対し、電話による連絡体制
を確保。（実施済み）

・連絡網を整備し、連絡体制強化を図っている。 ・連絡網等既存の連絡体制を適宜更新していく
【継続実施】

連絡網を整備し、連絡体制強化を図っている。 ・無線を配備し、消防団（水防団）同士の連絡体
制を確保する。
【Ｈ28年度～】

携帯電話、防災行政無線（移動系）、消防団LINE
等複数手段を確保

携帯電話、防災行政無線（移動系）、消防団LINE
等複数手段を確保

・既に複数の伝達手段を確保。

・重要水防箇所の再確認及び資器材の作動状況
や備蓄状況を点検する。
【平成29年度～】

・地元自治会（自主防災組織）消防団、管轄する
消防署、関係行政機関と洪水危険箇所の共同点
検済み。【毎年度】（ただし令和２年度は未実施）

・地元自治会（自主防災組織）消防団、管轄する
消防署、関係行政機関と洪水危険箇所の共同点
検済み。【毎年度】（ただし令和２年度は中止）

・定期的に、消防団により巡回点検を実施してい
る。

・大田原土木事務所、消防等と出水期前の重要
水防箇所点検を実施
【継続実施】

・自主防災組織と水防団による水防個所の共同
点検実施を検討。
・矢板土木事務所、消防署、消防団等と出水期前
に水防点検を実施。【継続実施】

・毎年、出水期前に県、消防等と合同で実施して
いる重要水防箇所及び水防倉庫の点検への消防
団（水防団）の参加を検討する。
【Ｈ29年度～】

・国・県が実施している重要水防箇所等の共同点
検に参加。

・国・県が実施している重要水防箇所等の共同点
検に参加。

・鬼怒・小貝川上流域については、本市は浸水想
定区域外。

・関係機関が実施する水防訓練の参加を検討す
る。また、関係機関が実施する水防訓練への参加
についても検討する。
【平成29年度～】

・水害実働訓練実施済み。（H28.5月、ロールプレ
イング方式訓練）
・関係機関が連携した水防訓練を実施済み。
（H28.6月)
・風水害実動訓練を実施済み【平成30年度、令
和元年度、令和２年度、令和3年度】

・水害実働訓練実施済み。（H28.5月、ロールプレ
イング方式訓練）
・関係機関が連携した水防訓練を実施済み。
（H28.6月)
・風水害実動訓練を実施済み【平成30年度、令
和元年度、令和２年度、令和3年度】

・水防実動訓練及び土砂災害実動訓練を計画し
ている。【R3年度～】
・6月に土砂災害訓練を実施した。【令和3年度】

防災訓練について、令和3年度は新型コロナウイル
ス感染症のため中止となった。令和4年度の開催
に向けて対象自治会と開催規模等の検討を実施
した。
【継続実施】

行政区や自主防災組織が行う水防訓練の参加・
支援

・水防訓練を実施している。
【Ｈ28年度～】

市の防災訓練、水防団の防御訓練を実施
【Ｈ17年度～】

市の防災訓練、水防団の防御訓練を実施
【Ｈ17年度～】

・南那須地区総合水防訓練の実施。
【H29年度～隔年】

建設業組合による土のう作成作業の支援
【実施済み（継続）】

・消防団サポート事業（実施済み） ・消防団サポート事業（実施済み） ・水防活動は消防団が担っているので、現状により
対応していく。

消防団が水防団を兼務しているので、団員入団促
進への取り組みを継続。
【継続実施】

・消防団が水防団を兼ねているため，消防団員募
集を実施するとともに、水防協力団体を募集する
【H29年度～】

・水防協力団体の指定を促進する。
【Ｈ29年度～】

・災害時のみ出動する、消防団ＯＢを対象とした
「機能別消防団員制度」を導入。
【Ｈ28年度～】

・災害時のみ出動する、消防団ＯＢを対象とした
「機能別消防団員制度」を導入。
【Ｈ28年度～】

・広報誌やホームページ等で広く募集する。
【H29年度～】



○令和３年度に実施した取組内容

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等

・再度災害防止対策（改良復旧、堤防強化、堆
積土除去等）

・浸水対策検討会を設立し、抜本的な浸水対策
を実施

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等

■危機管理型ハード対策

・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強
■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を
把握・伝達するための基盤の整備

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の
整備

・河川防災ヤードの整備

・水防活動を支援するための水防資機材等の配
備（新技術活用も含め）及び適切な管理

・簡易水位計やCCTVカメラ等の検討・設置

・浸水時においても災害対応を継続するための施
設の整備及び自家発電装置等の耐水化

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ
■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図
等の作成や氾濫シミュレーションの公表

・水位予測の精度向上検討

・土砂災害警戒区域２巡目調査

・土砂災害警戒基準線等の見直し

・水位周知河川等の拡大検討

・広域避難計画の策定

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップの作成・周知

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避
難等）の検討・周知（効果的なまるごとまちごとハ
ザードマップの検討・周知を含む）

・要配慮者利用施設の避難計画の検討・作成及
び管理者への周知・啓発

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し

項　　目

■ハッチ：令和３年度実施（過年度実施済含む）　　□ハッチ：令和３年度未実施　　■ハッチ：令和４年度以降実施
那須烏山市 益子町 茂木町 芳賀町

久慈・那珂 利根川上流 鬼怒・小貝 利根川上流 鬼怒・小貝 鬼怒・小貝 久慈・那珂 鬼怒・小貝 久慈・那珂 鬼怒・小貝

・防災ラジオの有償頒布の検討。平成２９年度に
既配布者に対し、防災ラジオでの情報取得に関す
るアンケートを実施。平成30年度に新しい防災情
報伝達システムの検討を実施、令和元年度に新
しい防災情報伝達システムを導入。当該アプリの
周知の他、戸別受信機の貸与を実施している。防
災行政無線のデジタル化について検討中。
【H29年度～】

・屋外拡声器の調整・整備の実施【H28年度～】
・防災ラジオの運用開始【R元年12月～】
・防災ラジオ無償配布(80歳以上のみの世帯)

・屋外拡声器の調整・整備の実施【H28年度～】
・防災ラジオの運用開始【R元12月～】
・防災ラジオ無償配布(80歳以上のみの世帯)

防災行政無線整備（デジタル化）の実施。
【H28年度～H29年度】
防災ラジオや他の伝達手段の調査研究。【R1年
度～】

防災行政無線整備（デジタル化）の実施。
【H28年度～H29年度】
防災ラジオや他の伝達手段の調査研究。【R1年
度～】

防災無線テレフォンサービス
個別受信機配布（継続）
【実施済】

・防災行政無線の整備の検討を開始した。【H30
年度～検討中】

難聴地域からの要望などにより、防災行政無線の
子局の増設している。
【令和３年度増設なし】

難聴地域からの要望などにより、防災行政無線の
子局の増設している。
【令和３年度増設なし】

・防災無線のテレフォンサービスを実施。
・防災行政無線のデジタル化

・既存の配備で十分機能できると推察される。ま
た、令和２年度に防災倉庫を新たに12基設置。
【H29年度～】

・水防活動に必要と思われる資機材の強化を検
討していく【H28年度～】

・水防活動に必要と思われる資機材の強化を検
討していく【H28年度～】

水防資機材等の適正な管理
【H28年度～】
R3年度ライフジャケット整備（128着）

水防資機材等の適正な管理
【H28年度～】
R3年度ライフジャケット整備（128着）

資機材の適正管理
【H28年度～】

・河川ライブカメラに赤外線灯光器の整備の検討
を開始した。【H28年度】
・河川ライブカメラ赤外線灯光器整備の設計、設
置をした。【H29年度設計、H30年度設置】

新技術活用の水防資機材等の備蓄の検討してい
く。
【検討中】

新技術活用の水防資機材等の備蓄の検討してい
く。
【検討中】

・水防資機材等の適切な管理

・浸水想定区域内に施設無し。【平成29年度～】 ・浸水想定区域外（新庁舎移転に伴い、非常用電
源は屋上に設置）【H28年度】

・浸水想定区域外（新庁舎移転に伴い、非常用電
源は屋上に設置）【H28年度】

・浸水想定区域に対象施設等なし ・浸水想定区域に対象施設等なし ポータブル発電機により対応
浸水想定区域に対象施設なし
【実施済】

・CATV施設の耐水化の整備の検討を開始した。
【H28年度】
・CATV施設の耐水化の設計をした。【H29年度】
・河川管理システム用の自家発電装置を設置した
【H30年度】

浸水想定区域内に対象施設なし 浸水想定区域内に対象施設なし 特になし（浸水想定区域外）

・浸水想定区域内に指定避難所はあるものの隣接
指定避難所で代替可能。
・隣接自治体等から打診があった場合は策定につ
いて検討する。
【順次実施】

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定
の締結を検討していく。【H28年度～】

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定
の締結を検討していく。【H28年度～】

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定
の締結を検討する。【H28年度～】
・協定の締結【済】

・隣接する市町と避難所の相互利用に関する協定
の締結を検討する。【H28年度～】
・協定の締結【済】

対象なし ・隣接市町からの打診があった場合は策定につい
て検討する。

今後策定に向け検討していく。【検討中】 今後策定に向け検討していく。【検討中】 ・今後検討していく

・平成30年度に想定最大規模の降雨による浸水
想定区域を考慮したハザードマップを作成し、住民
へ配布。洪水予報河川、水位周知河川以外の中
小河川について、県による浸水リスク想定図公表
後にハザードマップを更新予定。令和３年度に浸
水リスク想定図・土砂災害警戒区域の見直しを反
映したハザードマップに更新。
【H29年度～】

・R3.8洪水ハザードマップ改訂。R3.9に全戸配布
済【R3年度】

・R3.8洪水ハザードマップ改訂。R3.9に全戸配布
済【R3年度】

・想定最大規模でのハザードマップ改定を実施す
る。
【H30年度実施済】

・想定最大規模でのハザードマップ改定を実施す
る。
【H30年度実施済】

ハザードマップの改定
【H29～30年度】
H30.4　最大規模でのHMを配布

・想定最大規模の洪水を対象にハザードマップの
作成の検討を開始した。【H28年度】
・新ハザードマップの設計、作成をした。【H29年
度、H30年度に全戸配布】

想定最大規模に対応したハザードマップ作成済み
年度末に各戸配布
【H30年度作成、R4年度改定予定】

想定最大規模に対応したハザードマップ作成済み
年度末に各戸配布
【H30年度作成、R4年度改定予定】

・洪水ハザードマップの見直し。
【H29】
・町内エリア別の洪水ハザードマップを印刷した「う
ちわ」を作成し、自治会を通じて全戸に配布した。

・公共施設を中心に表示看板拡充を検討。協定
締結先の企業と連携し、広告型電柱看板の一部
に避難所誘導標識を掲載。
【H29年度～】

・孤立を防ぐため、極力垂直避難を避け、早めの
避難を検討する【Ｈ28年度～】

・孤立を防ぐため、極力垂直避難を避け、早めの
避難を検討する【Ｈ28年度～】

ハザードマップを活用し、小中学校及び自治会等
に周知していく。【H30年度～】

ハザードマップを活用し、小中学校及び自治会等
に周知していく。【H30年度～】

まちまるごとHMの設置について検討した。
【平成30年度】

・適切な避難方法を記載したハザードマップの作
成の検討を開始した。【H28年度】
・新ハザードマップの設計、作成をした。【H29年
度、H30年度に全戸配布】

ハザードマップを改定し、適切な避難方法を記載し
たものを各戸に配布予定
【R4年度】

ハザードマップを改定し、適切な避難方法を記載し
たものを各戸に配布予定
【R4年度】

・洪水ハザードマップの見直し。
【H29】

・浸水想定区域内に要配慮者利用施設があるが、
当該施設の避難計画の運用を側面から支援し、
避難計画を作成。浸水想定区域の拡大により新
たに対象となった施設についても、引き続き作成を
支援していく。令和元年度に対象施設あて避難確
保計画作成講習会を実施。
【H29年度～】

・福祉担当課と調整し，要配慮者施設における訓
練の実施を検討していく【H28年度～】

・福祉担当課と調整し，要配慮者施設における訓
練の実施を検討していく【H28年度～】

施設管理者へ避難確保計画の策定を依頼した。
【R1年度】

施設管理者へ避難確保計画の策定を依頼した。
【R1年度】

検討・作成支援
【平成29年度～】

・要配慮者のいる施設と意見交換し、避難計画の
作成支援を開始した。【H28年度】
・周知方法について検討していく。【検討中】
・那須烏山市と合同で対象事業者向けの避難計
画作成に関する講習会を開催した。【元年度】

ハザード区域に要配慮者利用施設が存在しないた
め、相手側からの要望により随時対応していく。

ハザード区域に要配慮者利用施設が存在しないた
め、相手側からの要望により随時対応していく。

・管理者への周知・啓発を推進する。
【H29～】

・策定済のマニュアルを適宜見直す。また、災害
対策基本法の改正に合わせて修正予定。
【順次実施】

・タイムラインの検証を行う【Ｈ29年度～】 ・タイムラインの検証を行う【Ｈ29年度～】 ・避難情報発令マニュアルの見直しを行った。【R2
年度】

・避難情報発令マニュアルの見直しを行った。【R2
年度】

見直し済み【H28年度】
【実施済】
警戒レベルを追加【R1】

・マニュアルの見直しを開始した。　【H28年度】
・マニュアルの見直しを行った。　【H30年度】
・地域防災計画の見直しに合わせ、再度マニュア
ルの見直しを行っていく【2年度】

マニュアルの見直し【R2年度】 マニュアルの見直し【R2年度】 ・今後検討していく
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○令和３年度に実施した取組内容
項　　目

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確
立（自治体未加入世帯、高齢者、外国人等）

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・
実施

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

・水防災に関する説明会の開催

・小中学生を対象とした防災教育の実施及び教
員へのサポート

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実
施

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提
供

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効
性を高める取組の実施

■共助の仕組みの強化

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する
取組の情報共有

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携し
た水害からの高齢者に対して避難行動の理解促
進に向けた取組の検討・実施

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援
体制について検討

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫や土砂災害による被害
■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及

・水門操作の検討、水門操作時における情報伝
達方法の見直し

・水防団等への連絡体制の再確認

・水防団同士の連絡体制の確保

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリス
クが高い区間の共同点検

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害
防災訓練等の検討・実施

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・
指定を促進

・ダムの洪水調節機能の強化

■ハッチ：令和３年度実施（過年度実施済含む）　　□ハッチ：令和３年度未実施　　■ハッチ：令和４年度以降実施
那須烏山市 益子町 茂木町 芳賀町

久慈・那珂 利根川上流 鬼怒・小貝 利根川上流 鬼怒・小貝 鬼怒・小貝 久慈・那珂 鬼怒・小貝 久慈・那珂 鬼怒・小貝
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・Ｌアラート、緊急速報メール、登録制メール、広報
車等による広報などの情報伝達方法を確立してい
る他、令和元年度に新しい防災情報伝達システム
を導入。当該アプリの周知の他、戸別受信機の貸
与を進める。
【H29年度～】

自治会、消防団等の人的手段と併せて、配信メー
ル等の充実を図る【Ｈ28年度～】

自治会、消防団等の人的手段と併せて、配信メー
ル等の充実を図る【Ｈ28年度～】

登録制メールの登録者拡大を図るとともに、さらに
確実な情報伝達方法を検討する。
【Ｈ30年度～】

登録制メールの登録者拡大を図るとともに、さらに
確実な情報伝達方法を検討する。
【Ｈ30年度～】

外国人への情報伝達の検討
【平成29年度～】
防災アプリによる情報配信開始【H30年度】

・新たな伝達方法の検討を開始した。【H28年度】
・外部スピーカーや個別受信機などを検討した。
【H29年度～検討中】
・配信メール、CATVによる広報による伝達方法の
充実を図る【実施済】
・自動音声一斉架電及びSMS一斉架電実証実験
【R2年度】

新聞折り込み、防災行施無線、町ＨＰ（英・中・韓）
等の充実を図る。
【H28年度～】

戸別受信機の設置を開始する。【R元年度】

電話通報システムの導入【R2年度】

新聞折り込み、防災行施無線、町ＨＰ（英・中・韓）
等の充実を図る。
【H28年度～】

戸別受信機の設置を開始する。【R元年度】

電話通報システムの導入【R2年度】

防災行政無線の他、登録制メールやケーブルテレ
ビ等で情報伝達している。

市内全地区に自主防災組織が設立されている。 ・自治会長会議や防災講話、防災訓練時などに
おいて活動内容を周知している共に、設立に向け
たアドバイスも行っている。

・自治会長会議や防災講話、防災訓練時などに
おいて活動内容を周知している共に、設立に向け
たアドバイスも行っている。

各自治会へ個別での説明の実施している。
【H27年度～】

各自治会へ個別での説明の実施している。
【H27年度～】

自主防災組織の組織化支援
【平成28年度～】

・主体的に行動ができるよう自主防災組織を対象
とした訓練等を実施した。【H28年度】
・防災訓練を実施した。【毎年8月5日実施】
・自主防災組織への活動支援（補助金等）を開始
した。【R元年度～】
・地区防災計画策定会議の実施【R2年度】

自主防災組織立ち上げ時に、設立交付金を支給
【H29年度～】
自主防災組織に活動補助金を支給【R元年度～】

自主防災組織立ち上げ時に、設立交付金を支給
【H29年度～】
自主防災組織に活動補助金を支給【R元年度～】

町・自主防災組織合同防災訓練の実施。（H30~）
・自主防災組織へ防災訓練運営費の助成
・自主防災組織規約例の作成及び例示

・タイムラインについては平成２９年度に策定済だ
が、今後も過去の事例に踏襲することなく、タイム
ラインの更新・拡充を検討していく。平成30年度に
県のタイムラインに合わせたものに市のタイムライ
ンを改定し、関係機関も増加させた。令和２年度
に再改定。
【H29年度～】

・ロールプレイング等の実践的な訓練実施の検討
【H28年度～】

・ロールプレイング等の実践的な訓練実施の検討
【H28年度～】

災害対策本部の設置から避難情報の発令、災害
の発生を想定した図上訓練を行った。【R2年度】
・職員による避難所開設、運営の訓練を実施【R3
年度】。

災害対策本部の設置から避難情報の発令、災害
の発生を想定した図上訓練を行った。【R2年度】
・職員による避難所開設、運営の訓練を実施【R3
年度】。

タイムラインの作成
【平成29年度～】
タイムラインを作成した

・タイムラインの作成を開始した。【H28年度】
・タイムラインを作成した。【H30年度～】

タイムラインを作成
実践的な訓練を実施していく。【R元年度～】

タイムラインを作成
実践的な訓練を実施していく。【R元年度～】

・タイムラインの策定。
【H29年度～】

・総務課及び関係課で対応するが、現状の総務課
危機管理G一極集中は適宜見直す。
【H29年度～】

・安全安心課及び関係各課（建設課等）で対応す
る。

・安全安心課及び関係各課（建設課等）で対応す
る。

・総務課及び関係各課（建設課等）で対応する。 ・総務課及び関係各課（建設課等）で対応する。 問い合わせ窓口の設置【H28年度】
【平成28年度～】

・従来通り総務課で対応。 現状、総務課に窓口を設置。 現状、総務課に窓口を設置。 ・総務課に設置。
【H29年度～】

・自主防災組織等への啓蒙・啓発
【順次実施】

・要請により実施する。
【H30年度～】

・要請により実施する。
【H30年度～】

自主防災組織等での訓練の際に実施している。
【H28年度～】

自主防災組織等での訓練の際に実施している。
【H28年度～】

自主防の長となる自治会長を対象に講習会を実
施した。【H29年度】
講習会に含めて実施（R1.5)

・実施について検討する。【H29年度～】 要請により実施（実績なし）
【R3年度以降も継続】

要請により実施（実績なし）
【R3年度以降も継続】

・要請があれば実施する。
【H29年度～】

・各小中学校よりの要請にあわせ実施。
【順次実施】

・要請により実施する。
【H30年度～】

・要請により実施する。
【H30年度～】

要請により実施する【H30年度～】
町内小学校でマイ・タイムライン作成を中心とした
防災講座を行った。【R2.10.】
・避難所として使用する小学校体育館において、
児童参加型の避難所開設運営訓練を実施
【R3】。

要請により実施する【H30年度～】
町内小学校でマイ・タイムライン作成を中心とした
防災講座を行った。【R2.10.】
・避難所として使用する小学校体育館において、
児童参加型の避難所開設運営訓練を実施
【R3】。

教育委員会と協議し、実施を検討する。
【平成29年度～】

・実施について検討する。【H29年度～】
・教育委員会と協議を開始した。【H29年度～】

要請により実施（実績なし）
【R3年度以降も継続】

要請により実施（実績なし）
【R3年度以降も継続】

・学校担当課と調整し、実施。
【H29年度～】

・要請により実施。平成30年度、令和元年度に浸
水想定区域内の要配慮者利用施設において出前
講座を実施。
【順次実施】

・要請により実施する。
【H30年度～】

・要請により実施する。
【H30年度～】

要請により実施する。
【H30年度～】
中央公民館での講座にて防災講和を行った。
【R2.9】
・自治会公民会において、防災講和を実施【R3】。

要請により実施する。
【H30年度～】
中央公民館での講座にて防災講和を行った。
【R2.9】
・自治会公民会において、防災講和を実施【R3】。

自主防の長となる自治会長を対象に講習会を実
施した。　（R1.5気象台職員講師）

１自治会から要請があり実施（R2.8町職員）

・実施について検討する。【H29年度～】 要請により実施（実績なし）
【R3年度以降も継続】

要請により実施（実績なし）
【R3年度以降も継続】

・要請により出前講座等を行っていく。
【H29年度～】

防災講話時にマイ・タイムラインを周知している。ま
た、国・県と連携しての講習会の開催を検討する。
【順次実施】

避難所運営ﾏﾆｭｱﾙの見直し及び、同訓練マニュ
アルの作成。

避難所運営ﾏﾆｭｱﾙの見直し及び、同訓練マニュ
アルの作成。

町内小学校でマイ・タイムライン作成を中心とした
防災講座を行った。【R2.10.】
・自治会公民館において、マイ・タイムラインを中心
とした防災講座を実施【R3】。

町内小学校でマイ・タイムライン作成を中心とした
防災講座を行った。【R2.10.】
・自治会公民館において、マイ・タイムラインを中心
とした防災講座を実施【R3】。

・実施について検討する。 検討を開始する 町HP等で防災マップ等の周知を図っている。 町HP等で防災マップ等の周知を図っている。 今後担当課と検討していく。

協議会の資料は適宜健康福祉課へ情報共有して
いる。【順次実施】

高齢者福祉部局との情報共有の方法について検
討する。

高齢者福祉部局との情報共有の方法について検
討する。

関係機関と連携し検討していく。 関係機関と連携し検討していく。 高齢者部局と協議会に関する情報を共有した。 検討を開始する 協議会資料を共有している。 協議会資料を共有している。 必要に応じて情報提供を行う。

防災情報伝達システムの戸別受信機の貸与につ
いて、総務課以外に健康福祉課でも受付を行って
いる。戸別受信機での放送を通し、避難行動の理
解促進を進めている。【順次実施】

地域包括支援センターと連携した、高齢者への避
難行動の理解促進への取り組みを検討する。

地域包括支援センターと連携した、高齢者への避
難行動の理解促進への取り組みを検討する。

関係機関と連携し検討していく。 関係機関と連携し検討していく。 地域包括支援センターにハザードマップの掲示や
防災関連のパンフレット等を設置した。

検討を開始する 高齢者宅訪問時に、ハザードマップを使った説明
を実施している。

高齢者宅訪問時に、ハザードマップを使った説明
を実施している。

今後高齢者福祉担当課と検討していく。

要配慮者利用施設と自治会・自主防災組織・民
間企業間での避難場所の提供等の協定・申し合
わせ締結の支援を行う。令和２年度に要配慮者利
用施設と自治会間で１件締結。【順次実施】

要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体
制について検討する。

要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援体
制について検討する。

関係機関と連携し検討していく。 関係機関と連携し検討していく。 ・実施について検討する。 検討を開始する 該当施設なし 該当施設なし 今後施設担当課と検討していく。

・既に複数の伝達手段を確保。 ・水防訓練を実施【Ｈ28年度～】 ・水防訓練を実施【Ｈ28年度～】 ・訓練等を通して確認している。
【H28年度～】

・訓練等を通して確認している。
【H28年度～】

防災無線・メール等を活用した連絡体制を確保し
ている。
【実施済】

・防災訓練時にメール、無線を活用した訓練を実
施した。【H28年度～】

防災行政無線やメールを活用した連絡体制を確
保している。【H27年度～】

防災行政無線やメールを活用した連絡体制を確
保している。【H27年度～】

・消防団が水防団を兼務している。年間を通して
定期訓練や火災現場において行っている。
【H29年度～】

・既に複数の伝達手段を確保。 ・連絡体制を確保するため、無線機を活用する【Ｈ
29年度～】

・連絡体制を確保するため、無線機を活用する【Ｈ
29年度～】

幹部連絡手段としてトランシーバーを整備した。
【R1年度】

幹部連絡手段としてトランシーバーを整備した。
【R1年度】

防災無線・メール等を活用した連絡体制を確保し
ている。
【実施済】

・無線、メールによる連絡体制を確立している。
【H28年度～】

防災行政無線やメールを活用した連絡体制を確
保している。【H27年度～】

防災行政無線やメールを活用した連絡体制を確
保している。【H27年度～】

移動系無線の再整備により確保済み。

・毎年、河川事務所が実施する重要水防箇所等
の共同点検に参加。
【H30年度～】

・毎年、河川事務所が実施する重要水防箇所等
の共同点検に参加するよう、水防団（消防団）、住
民に周知【H28年度～】

・毎年、河川事務所が実施する重要水防箇所等
の共同点検に参加するよう、水防団（消防団）、住
民に周知【H28年度～】

国・県・町合同で重要水防箇所の共同点検を実
施している。【H29年度～】

国・県・町合同で重要水防箇所の共同点検を実
施している。【H29年度～】

検討していく
【H29年度～】
河川事務所と共同点検を実施した。

・県が実施する共同点検に毎年参加している。 ・県が実施する共同点検に毎年参加している。 ・県が実施する共同点検に毎年参加している。 県の実施する重要水防箇所の点検に参加してい
る。

・南那須地区総合水防訓練の実施。また、城東地
区の排水樋門の操作訓練を実施する。
【H29年度～隔年】

・水防訓練を実施【H28年度～】 ・水防訓練を実施【H28年度～】 消防団及び職員を対象とした水防訓練を実施。 消防団及び職員を対象とした水防訓練を実施。 風水害を想定した防災訓練を実施した。
【実施済】

・毎年防災訓練を実施している。 防災訓練を継続して実施していく。 防災訓練を継続して実施していく。 ・防災訓練の一環として実施。

・広報誌やホームページ等で広く募集する。
【H29年度～】

・消防団が水防団を兼ねているため，消防団員募
集を実施
【H28年度～】

・消防団が水防団を兼ねているため，消防団員募
集を実施
【H28年度～】

消防団が水防団を兼ねているため、消防団募集
を実施している。【随時】

消防団が水防団を兼ねているため、消防団募集
を実施している。【随時】

消防団が水防団を兼ねているため、消防団募集
を実施した。
【実施済】

・広報誌やCATV、ホームページで広く募集してい
る。【消防団が水防団を兼ねているため、消防団
員募集を随時実施】

消防団（水防団）の加入促進を図り、活動を実施
している

消防団（水防団）の加入促進を図り、活動を実施
している

・消防団が水防団を兼ねているため、消防団員募
集を実施。
【随時】



○令和３年度に実施した取組内容

１）ハード対策の主な取組
■洪水を河川内で安全に流す対策

・河道拡幅、護岸整備（河岸侵食対策）等

・再度災害防止対策（改良復旧、堤防強化、堆
積土除去等）

・浸水対策検討会を設立し、抜本的な浸水対策
を実施

■土砂災害防止対策

・砂防堰堤、急傾斜地崩壊対策施設の設置等

■危機管理型ハード対策

・堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強
■避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備

・雨量・水位等の観測データ及び洪水時の状況を
把握・伝達するための基盤の整備

・防災行政無線の改良、防災ラジオの配布等の
整備

・河川防災ヤードの整備

・水防活動を支援するための水防資機材等の配
備（新技術活用も含め）及び適切な管理

・簡易水位計やCCTVカメラ等の検討・設置

・浸水時においても災害対応を継続するための施
設の整備及び自家発電装置等の耐水化

２）ソフト対策の主な取組　①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ
■広域避難を考慮したハザードマップの作成・周知等

・想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図
等の作成や氾濫シミュレーションの公表

・水位予測の精度向上検討

・土砂災害警戒区域２巡目調査

・土砂災害警戒基準線等の見直し

・水位周知河川等の拡大検討

・広域避難計画の策定

・想定最大規模の降雨による浸水想定区域を考
慮したハザードマップの作成・周知

・地域の特性を踏まえた適切な避難方法（垂直避
難等）の検討・周知（効果的なまるごとまちごとハ
ザードマップの検討・周知を含む）

・要配慮者利用施設の避難計画の検討・作成及
び管理者への周知・啓発

・避難勧告等の判断・伝達マニュアルの見直し

項　　目

■ハッチ：令和３年度実施（過年度実施済含む）　　□ハッチ：令和３年度未実施　　■ハッチ：令和４年度以降実施
壬生町 野木町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

利根川上流 利根川上流 鬼怒・小貝 久慈・那珂 鬼怒・小貝 久慈・那珂 久慈・那珂 全流域 全流域

・河川整備計画に基づき河川改修を実施した。《全流域》

・改良復旧、堤防強化、堆積土除去を実施した。《全流域》

・田川においいて、河道及び調節池の設計・用地買収を実施。
・巴波川において、地下捷水路の設計・用地買収を実施。

・「県民の命を守る河川砂防構想」に基づき土砂災害防止施設の整備を実施した。
《全流域》

・堤防強化を図った。《全流域》

・平成29年5月17日から「警報級の可能性」について、7月4日から「洪水警報の危
険度分布」を提供。市町等において緊急時の防災対応判断の際に利用されている。
・令和元年5月29日から、避難勧告等ガイドラインの改定（H31.3.29）に伴い導入さ
れた警戒レベルに対応し、指定河川洪水予報に警戒レベルを明示。
・令和元年7月から、危険度の高まりを伝えるプッシュ型の通知サービスを開始し、主
体的な避難の判断を支援。
・令和元年12月24日から、洪水に関する危険度分布に浸水想定区域のリスク情報
を重ね合わせて表示する機能を追加。
・令和2年6月5日から、大雨特別警報切り替え時、「河川氾濫に関する情報（臨時
洪水予報）」の発表による洪水への警戒呼びかけを改善（国管理の洪水予報河
川）。
・令和2年8月24日から、大雨特別警報の発表基準について、雨を要因とする基準
に一元化、台風等を要因とする基準は暴風・高潮・波浪・暴風雪に用いるよう改善。
・令和2年9月9日から、24時間以内に台風に発達する見込みの熱帯低気圧につい
て、5日先までの予報を提供。

・国管理河川の指定河川洪水予報の予測時間延長（水位の欄が6時間先まで拡
張）。
（6月1日）
・記録的短時間大雨情報の改善（当該市町で警戒レベル4相当の状況となっている
場合にのみ発表）。（6月3日）
・顕著な大雨に関する情報を提供（非常に激しい雨が同じ場所で降り続く状況を「線
状降水帯」というキーワードを使って解説）。（6月17日）
・「台風の暴風域に入る確率」の発達する熱帯低気圧（24時間以内に台風に発達）
の段階からの提供。（6月29日）
・基準については引き続き資料を収集し、精度改善に努める。

・雨量・水位局の新スプリアス対応した機器の更新を実施した。【R2年度実施済】《全
流域》

・予算確保等に課題があるため、広報紙や自治会
便、各戸配布等で防災行政無線の電話応答サー
ビス、防災メール等の広報をしていく。

・防災行政無線の拡充【H29年度】
・SNS（ツイッター、facebook等）を整備【H29年度
～】
・防災無線の音声内容の広報をしていく。
・防災無線の内容をメール、YAHOO！防災速報ア
プリで配信。

・防災行政無線の向きやｽﾋﾟｰｶｰの設置数等の改
良を実施。
･要配慮施設への戸別受信機貸与
・防災無線の内容をメール配信、音声案内の広報
【令和3年度実施】
・防災情報等受信戸別受信機貸与（希望者）
・スマートフォンアプリへの情報配信

・防災行政無線の向きやｽﾋﾟｰｶｰの設置数等の改
良を実施。
･要配慮施設への戸別受信機貸与
・防災無線の内容をメール配信、音声案内の広報
【令和3年度実施】
・防災情報等受信戸別受信機貸与（希望者）
・スマートフォンアプリへの情報配信

デジタル防災行政無線への移行
H30年度に実施設計
令和元、２年度の二カ年でデジタル化工事を実
施。
町役場と町内16カ所ある指定避難所で情報ネット
ワークを形成し、連絡体制を強化。
子局放送に加えて、要配慮者等に戸別受信機を
無償貸与し情報提供を図る。
【H30年度～】

防災行政無線：随時整備を進めていく。
【H28年度～】
・H28年度以降各年１基増設
・H30年度も１基増設
・R2年度に３基増設

ケーブルテレビ網を利用した屋外拡声およびＩＰ告
知端末を整備
【実施済】

・余笹川において河川防災ヤードを整備済。《久》【H30年度】
・小貝川において河川防災ヤードを整備済。《鬼》【R元年度】

・水防資機材等の更なる備蓄を検討 ・水防資機材等の備蓄を拡充していく。 ・消防団向け水防資機材等の配備を検討してい
く。
【検討中】

・消防団向け水防資機材等の配備を検討してい
く。
【検討中】

水防資機材の備蓄の強化を検討していく。【検討
中】

・町内5ヶ所に水防倉庫を設置、水防資機材を整
備している。
【実施済】

水防倉庫等への水防資機材備蓄を強化
【実施済】

・袋型根固用資材や根固ブロック等の水防資機材の配備及び適切な管理、点検を
実施した。《全流域》
・R3.5.18　排水ポンプ車３台を栃木土木と安足土木（足利庁舎、安蘇庁舎）に配備
した。

・危機管理型水位計を19基、簡易型河川監視カメラを29基増設した。《全流域》
・河川CCTVカメラ15基の機器更新を行った。

・浸水区域外へ新庁舎建設
　→上記に伴い代替庁舎の再設定　非常用電源
設置

・庁舎は浸水想定区域から離れているが、本庁舎
周辺の道路が冠水した場合でも、災害対策本部と
しての機能を維持するための方策を検討する。
【検討中】

・ポータブル発電機により対応
・町内燃料業者と優先供給協定締結
・自家発電装置の設置を検討していく。
【検討中】

・ポータブル発電機により対応
・町内燃料業者と優先供給協定締結
・自家発電装置の設置を検討していく。
【検討中】

特になし ・自家発電装置を５階に設置する、浸水対策を
行っている。また、代替施設の指定を行っている。
【実施済】

特になし
【対象なし】

・ダム放流警報設備を15基耐水化した。

・浸水リスク想定図（28河川）を作成・公表した。《全流域》

・洪水予報河川について、精度向上を図るため、令和元年東日本台風等の事象に
よる予測水位の検証を実施済。《全流域》【R2年度】

・２巡目調査について、土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の新規箇所
及び区域変更箇所を公表した。《全流域》

・土砂災害警戒情報の発表基準について、精度向上を図るため発表基準の検証を
行った。《全流域》

・水位周知河川を新たに３河川指定済。《渡・鬼・久》【R2年度】

・地域防災計画の策定に県外における一時滞在
について記載

・隣接する市町と避難所の相互利用等について調
整
  し、広域避難計画を検討

・隣接する市町と避難所の相互利用等について調
整し、広域避難計画を策定する。
【Ｈ28年度～】

・広域避難計画の策定について検討していく。
【検討中】

・広域避難計画の策定について検討していく。
【検討中】

広域避難計画の策定を検討していく。
【検討中】

・今後検討をしていく
【検討中】

・隣接市町からの打診があった場合は策定につい
て検討
【要請があれば実施】

・要請に応じ策定に必要な支援及び情報の伝達等に協力できることがあれば検討。 ・広域避難計画策定の支援を行う。《全流域》
・避難所相談（県有施設）について、引き続き積極的に応じる。

・H30年3月に想定最大規模の降雨による浸水想
定区域の見直しに伴う、ハザードマップの更新及び
全戸配布実施済み。

洪水ハザードマップを改定し、住民に周知【H30年
度～】

・令和2年度に、土砂災害警戒区域、鬼怒川・荒
川の浸水想定を対象としたハザードマップを作製、
配布し周知を図った。

・令和2年度に、土砂災害警戒区域、鬼怒川・荒
川の浸水想定を対象としたハザードマップを作製、
配布し周知を図った。

令和２年度にハザードマップを改訂し全戸に配布。
県管理河川の五行川の浸水想定区域や土砂災
害警戒区域等を反映させる。【R２年度～】

・作成済
【平成30年度】

・作成済
【R元年度】

Ｈ29年度に地域防災計画・ハザードマップの見直
し実施済み

・新たな浸水想定区域が発表された後、洪水ハ
ザードマップを改定【H30年度～】
・まるごとまちごとハザードマップの更新及び新設
【R3年度】

・地域の特性等を再度見直し、検討の上、まるごと
まちごとハザードマップの作成について検討してい
く。【検討中】

・地域の特性等を再度見直し、検討の上、避難場
の設置場所等について検討していく。

適切な避難方法の周知、まるごとまちごとハザード
マップの実施を検討していく。【検討中】

・今後検討をしていく
【検討中】

・ハザードマップ更新に向けて検討を実施。
【Ｒ３実施】

・災害時要援護者支援計画の策定 ・要配慮者支援計画を策定する【H29年度～】
・各要配慮者利用施設に計画内容を周知する
【H29年度～】

・対象1施設について、要配慮者避難確保計画作
成（令和元年度）

現時点では、荒川付近に要配慮者利用施設に対
し浸水想定区域設定なし。

地域防災計画の改定に伴い、関係課及び各施設
と
協議の上、避難計画を作成【R2年度～】

・避難計画検討・作成の支援を行う。
【H29年度～】

・避難計画作成に係る指導・支援を行う。
【R元年度～】

・要請があれば避難計画作成に必要な情報提供及び防災気象情報等の普及啓発
を支援。

・県関係課及び各市町へ避難確保計画に関する情報提供（避難確保計画の作成
状況、市町職員向け研修会への参加調整）を行った。
・避難確保計画に関する問合せに対応した。

・Ｈ29年度に地域防災計画の見直し実施済み ・避難勧告等の判断マニュアルの見直しをしてい
く。　　　　【H29年度～随時】

・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直しを
行った。
【令和元年度～随時】

・避難情報の判断・伝達マニュアルの見直しを
行った。
【令和元年度～随時】

適宜マニュアルの見直しをする【平成２８年度～】 ・随時見直しを行う。
【H29年度～】

・避難情報等の判断・伝達マニュアルの見直しを
していく。
【令和元年度～随時】

・R3.6.30　避難指示等に関する研修会を開催し、市町防災担当職員を対象に避難
指示等の適切な発令について座学研修及びグループワークを実施した。
・R3.7.6   避難所運営に関する研修会を開催し、市町防災担当職員等を対象に避
難所運営に関する座学研修及びワークショップを実施した。
・市町長へダム放流情報に基づく避難情報等の発令判断を支援するため、ダムの事
象や情報提供等について説明した。
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○令和３年度に実施した取組内容
項　　目

・対象地区全住民への確実な情報伝達方法の確
立（自治体未加入世帯、高齢者、外国人等）

・自助、共助を目指した自主防災組織の充実

■避難勧告の発令に着目したタイムラインの作成

・タイムラインの作成及び実践的な訓練の検討・
実施

■防災教育や防災知識の普及

・水災害の事前準備に関する問い合わせ窓口の
設置

・水防災に関する説明会の開催

・小中学生を対象とした防災教育の実施及び教
員へのサポート

・出前講座等を活用した講習会（啓発活動）の実
施

・プッシュ型の洪水予報等の情報発信

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提
供

・マイ・タイムラインや防災マップ等の避難の実効
性を高める取組の実施

■共助の仕組みの強化

・市町の高齢者福祉部局等と協議会等に関する
取組の情報共有

・地域包括支援センター・ケアマネジャーと連携し
た水害からの高齢者に対して避難行動の理解促
進に向けた取組の検討・実施

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援
体制について検討

２）ソフト対策の主な取組　②洪水氾濫や土砂災害による被害
■より効果的な水防活動や土砂災害防止活動の実施及

・水門操作の検討、水門操作時における情報伝
達方法の見直し

・水防団等への連絡体制の再確認

・水防団同士の連絡体制の確保

・水防団等が参加する洪水・土砂災害に対しリス
クが高い区間の共同点検

・関係機関が連携した実働水防訓練・土砂災害
防災訓練等の検討・実施

・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・
指定を促進

・ダムの洪水調節機能の強化

■ハッチ：令和３年度実施（過年度実施済含む）　　□ハッチ：令和３年度未実施　　■ハッチ：令和４年度以降実施
壬生町 野木町 高根沢町 那須町 那珂川町 宇都宮気象台 栃木県

利根川上流 利根川上流 鬼怒・小貝 久慈・那珂 鬼怒・小貝 久慈・那珂 久慈・那珂 全流域 全流域
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・防災行政無線、登録制メール、町ホームペー
ジ、広報車、エリアメール、報道機関（Lアラート）、
災害協定によるYAHOO！防災速報アプリでの情
報配信、SNSによる伝達体制確保済み。
・自主防災組織、自治会、防災士による情報伝達
体制を確立済み。

・高齢者や外国人といった方への正確な伝達方法
を今後検討。

・防災行政無線、登録制メール、町ホームペー
ジ、町広報車、消防ポンプ車、エリアメール、報道
機関（Lアラート）SNSによる伝達。
・自主防災組織及び地域自治組織による情報伝
達体制を確立する。
【H29年度～】
・災害協定によるYAHOO！防災速報アプリでの情
報配信開始。

・防災行政無線、戸別受信機、スマートフォンアプ
リ、登録制メール、町ホームページ、町広報車、消
防団車両広報、エリアメール、報道機関（Lアラー
ト）よる伝達。

・防災行政無線、戸別受信機、スマートフォンアプ
リ、登録制メール、町ホームページ、町広報車、消
防団車両広報、エリアメール、報道機関（Lアラー
ト）よる伝達。

町防災防犯メールの加入促進
【平成２８年度～】

・多様な手段により、情報伝達を行っている。（防
災行政無線、町HP、登録制メール、緊急速報メー
ル、Facebook、広報車、民生委員等による声掛け
等）
【Ｈ28年度～】

複数の情報伝達手段を確保
【実施済】

補助金・研修等の充実化、防災士の育成強化。 ・自主防災組織への資機材整備、運営費の補助
事業の実施している。
・自主防災組織率100％を目指す。【平成29年
度】
・自主防災組織主催の訓練等への参加協力

・自主防災組織の充実を図る。
【平成29年度～】
資機材購入費補助金
【令和2年度～】
組織の運営（訓練等）補助金交付

・自主防災組織の充実を図る。
【平成29年度～】
資機材購入費補助金
【令和2年度～】
組織の運営（訓練等）補助金交付

自主防災組織への周知及び訓練の実施。
自主防災組織の資機材等購入に係る補助金交
付制度を実施【平成２９年度～】
町内在住の防災士を集め、町で行う訓練の協力
を依頼し、今後、町防災士会（仮称）を立ち上げる
予定

自主防災組織の訓練や資機材等購入に係る補助
金交付制度を実施【令和元年度～】

行政区へ個別での説明の実施している。
【H29年度～】

・職員に災害対応マニュアルの配布
・防災訓練の実施

タイムラインの作成及び新型コロナウイルス感染症
対策を含む避難所運営訓練の実施

・タイムラインを活用した実践的な全町避難訓練を
実施。

・適宜タイムラインの見直しを実施。
【平成30年度～】

・適宜タイムラインの見直しを実施。
【平成30年度～】

適宜タイムラインの見直しと実践的な訓練を実施
していく【平成２９年度～】

・タイムラインの作成
【平成29年度～】

タイムラインの作成
【R元年度～】

・毎年、栃木県防災図上総合訓練に参加し、災害対策本部（県庁）において気象解
説等を実施。令和3年度は、「栃木県・市貝町防災図上総合訓練」に参加。（7月9
日）
・災害時情報伝達訓練（足利市）において、ホットライン対応等の協力を実施（8月7
日）
・栃木県が行う「防災気象情報に関する研修会」（令和3年度は「栃木県・市貝町防
災研修会」）において、気象防災ワークショップ（土砂災害編）を実施。（11月26日）
・気象台が主催し、県内11市町を対象にWeb会議システムを利用したオンライン形
式による気象防災ワークショップ（中小河川洪水編）を実施。（令和4年2月21日）
ワークショップにおいて、気象情報を適切に使い、体制強化や迅速な避難情報の判
断ができるよう基本的な対応を説明 。

・他、タイムライン作成の中で助言できることがあれば協力していきたい。

・災害対策基本法の改正を踏まえ、県土整備部タイムライン、県民生活部タイムライ
ンを改訂し、各市町へ情報提供した。《全流域》
・災害対策基本法の改正に基づき、ダムに関係する市町と7ダムタイムラインを改訂
した。

・問い合わせ窓口を設置する ・問い合わせ窓口を町総務課　消防防災交通係と
している。

・問合せ窓口を総務課地域安全担当としている。 ・問合せ窓口を総務課地域安全担当としている。 地域安全課で対応している。【実施済】 ・総務課及び関係各課で対応。
【実施済】

従来どおり
【実施済】

・問い合わせ窓口として、水害連絡担当が対応。 ・問い合わせ窓口を設置した。《全流域》
・県ホームページ内に「マイ・タイムライン」の特設ページを作成済【H30年度】。

・町民より要請があれば、対応していく。 ・利根川上流河川事務所長を講師に迎え、住民
対象の防災講演会を実施。【令和元年度】
・全町避難訓練において、防災士による防災講話
を実施。【令和元年度～】
・職員、地域役員を対象に避難所運営訓練を実
施。【令和2年度～随時】

・各団体等の要請により、出前講座等を行ってい
く。
【随時】

・各団体等の要請により、出前講座等を行ってい
く。
【随時】

・住民からの要請により、説明会等を実施
【平成29年度～】

・住民からの要請により、説明会等を実施
【H28年度～】

・行政区等からの要請により説明会等を実施
【Ｈ29年度～】

・関係機関と連携した防災対応を行うため、毎年出水期前に防災気象連絡会議を
開催。（令和3年度:未実施）
・台風の接近等に伴う影響や防災上の留意事項等について、台風説明会（気象台・
県庁）を開催し、関係機関に注意、警戒を呼びかけ解説資料を提供。（令和3年度：
3回開催（台風第14号から栃木県関係部局と各市町にオンラインによる説明を開
始））
・栃木県関係部局と各市町に対し、顕著現象時（予測）における今後の気象の見通
しや留意点等について、防災メール等により警戒の呼びかけを実施。
・気象台の見学やお天気フェア（令和3年度：コロナウィルス感染防止のため中止）の
イベントを開催し、防災知識の普及啓発を実施。

・市町より要請があれば、出前講座等を行っていく。
【H28年度～】
・新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、ダムの操作に関する情報提供等に関わる
住民説明会の代わりに、説明会資料をダム下流の住民に回覧版で配布した。

・学校教育を通して、防災教育の充実を図る ・小学生を対象に、出前講座形式で防災講話を
実施。

・小学生を対象に、出前講座形式で防災講話を
実施。
・小学校にハザードマップを配布し、授業で活用

・小学生を対象に、出前講座形式で防災講話を
実施。
・小学校にハザードマップを配布し、授業で活用

学校と協力し学校での防災教育を町内の小中学
校で実施【令和元年度】

・小・中学生を対象に、防災教育を実施している。
【H28年度～】
教育課程に編成し、年間各学年７時間程度、防
災に関する事業を実施。

・学校等が実施する防災訓練への協力・支援の実
施
【R元年度～】

・小中学校や教育機関に職員を派遣し、防災知識に関する普及啓発を実施してい
る。
・気象台に小中学生の見学を受け入れ、気象や防災に関する説明を実施している。

・栃木県教育委員会主催の「学校安全教育指導者研修会」において、教職員を対
象に防災に関する講話を実施。（4月20日、27日　 7月1日 　9月2日　 11月15
日）
・栃木県教育委員会主催の、とちぎ子どもの未来創造大学の出前講座「体験気象
学」において、実験を通した気象に関する講座を実施。（7月29日野木町）
・2つの中学校から職場体験を受け入れ、気象庁（気象台）の業務の説明や実験を
通して、気象及び防災知識の啓発を実施。（11月9日～11日、.11月30日～12月1
日）

（令和3年度はコロナウィルス感染防止のため、職員派遣や見学による普及啓発が
制限された）

・各土木事務所にて、小学生及び教職員を対象とした水難事故防止や土砂災害防
止に関する防災教育を実施《全流域》

防災研修会を実施していく。 ・住民からの要請により、出前講座形式で防災講
話等を実施。

・各団体等の要請により、出前講座等を行ってい
く。
【随時】

・各団体等の要請により、出前講座等を行ってい
く。
【随時】

防災教育と併せて、町内の小中学校で実施【令和
元年度】

・住民からの要請により、出前講座等を実施
【平成28年度～】

・住民や町内団体、学校等からの要請により実施
【R元年度～】

・市民講座等の開催に職員を派遣し、講習会において水防災や防災気象情報の普
及啓発を実施している。

・自主防災組織の研修会に職員を派遣し、防災気象情報の普及啓発を実施。（11
月2日上三川町）
・防災士養成講座において防災知識や防災気象情報の利活用等について普及啓
発を実施。（令和4年2月5日鹿沼市）

（令和3年度はコロナウィルス感染防止のため、出前講座による普及啓発が制限され
た）

・R3.6.17 足利市名草公民館主催講座において、松田川ダムの役割・出水時の注
意事項、土砂災害への備えについての出前講座を実施した。
・R3.7.11 CRT栃木放送 「県政ＮＡＶＩ」、R3.7.15 とちぎテレビ「県政ひとくちメモ」にお
いて、ダムの役割や出水時の注意事項について説明した。
・R3.10.15 上河内地区市民センター主催講座において土砂災害防止をテーマに出
前講座を実施した。
・小学校、大学及びその他団体に対して防災減災をテーマに出前講座を実施した。

・栃木県と共同にて指定河川洪水予報の発表作業を実施している。
・キキクル（危険度分布）通知サービスの提供。【継続】

・洪水情報及び土砂災害警戒情報のプッシュ型配信を継続実施。《全流域》

・水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供した。《全流域》

広報誌や自治会便での広報済み。ただし、引き続
き広報を行っていき、定着を図る。

・マイ・タイムラインの様式を作成し、全戸配布を実
施。
・自主防災組織の訓練等において啓発を実施。

ハザードマップを、公共施設で窓口配布 ハザードマップを、公共施設で窓口配布 町内の小中学生を対象にマイ・タイムライン作成講
座を実施
今後、マイ・タイムライン等を活用した訓練を検討
【R1年度～】

・町内全戸に防災マップを配布
【令和元年度～】

ハザードマップ各戸配布、公共施設で窓口配布 ・要請があれば取り組みに必要な情報提供及び防災気象情報等の普及啓発を支
援。

・避難の実効性を高める取組として、避難情報周知リーフレットを作成し県内の各家
庭に配布を行った。
・本リーフレット内においてマイ・タイムラインについて周知し、作成を促している。

書面にて担当課と情報共有を実施 ・必要に応じ、高齢者福祉部局と情報共有を行
う。

・高齢者部局と協議会の必要情報の共有
・地域包括支援センター窓口でハザードマップの掲
示

・高齢者部局と協議会の必要情報の共有
・地域包括支援センター窓口でハザードマップの掲
示

関係課と情報共有を行う
【R２年度～】

・必要に応じて情報共有を行う。 随時情報の共有を行っていく
【R3年度】

・注意報や警報等の発表に伴い、役場から各施設
等へ連絡、情報共有を図り、避難等について注意
喚起を促す体制を構築している。(継続して実施)

・地域ケア会議等においてマニュアルの作成を検
討する。
・地域包括支援センター・ケアマネージャーを対象
にハザードマップの説明会を実施【令和3年度】

地域を代表する方々を対象に、ハザードマップや
戸別受信機の説明会を実施し、高齢者等に普及
啓発を依頼。

地域を代表する方々を対象に、ハザードマップや
戸別受信機の説明会を実施し、高齢者等に普及
啓発を依頼。

関係機関と連携し、高齢者への避難行動の理解
促進を図る
【検討中】

・地域包括支援センターに防災マップや防災関連
のパンフレット等の配布を行う。
・必要に応じて、講座等を開催する。

高齢者福祉担当課等と連携し防災研修会を実
施。
【R３年度】

・福祉避難所として使用させていただける施設を
調査実施。今後は利用可能である施設と細かな
調整をおこなっていく。

・地域ケア会議等において地域の支援体制につい
て検討する。

・戸別受信機の設置
・支援体制について検討していく

・戸別受信機の設置
・支援体制について検討していく

関係機関と連携し、要配慮者利用施設の避難に
関する地域の支援体制を確保する。
【検討中】

・要配慮者利用施設の避難に関する地域の支援
体制の確保について検討していく。
【検討中】

・要配慮者利用施設のある行政区等において避
難情報改定等の説明会を実施し、施設管理者に
も参加と協力の呼びかけを実施【Ｒ2年度～】

・国・県・足利市と「浸水対策会議」を行い、情報連絡体制の確立に向けて協議を行
うとともに、情報伝達訓練を実施した【R2年度】

・Ｈ29年度に地域防災計画の見直し実施済み。 ・訓練等を通して確認している。
【H28年度～】

・常に消防団との連絡体制の確保を行う。 ・常に消防団との連絡体制の確保を行う。 適宜消防団への連絡体制を確認する【平成２９年
度～】

・随時確認を行っている。
【H28年度～】

従来どおり【実施済】

・ＭＣＡ無線等の使用 ・無線機を活用した連絡体制としている。
【H28年度～】

・携帯電話及びIP無線を利用し、連絡体制の確保
に努めている。

・携帯電話及びIP無線を利用し、連絡体制の確保
に努めている。

・適宜連絡体制について確認してもらう。
・消防団員の通信機器の更新を行った。
【平成３０年度～】

・連絡体制の確保を行っている。
【Ｈ28年度～】

従来どおり【実施済】

・毎年、出水期前に関係自治体、消防等と重要水
防箇所及び水防倉庫の点検を実施。

・出水期前に関係機関、消防等と重要水防箇所
及び水防倉庫の点検を実施
【毎年】

・毎年、出水期前に県、関係自治体、消防団等と
重要水防箇所の点検を実施。
【毎年】

・毎年、出水期前に県、関係自治体、消防団等と
重要水防箇所の点検を実施。
【毎年】

毎年、土木事務所と共同で出水期前に点検を実
施
【毎年】

・出水期前に関係課、消防、警察等の関係機関と
重要水防箇所及び水防倉庫の点検を実施
【H28年度～毎年】

出水期前に関係機関と重要水防箇所の点検を実
施
【実施済】

・直轄河川については関係機関と重要水防箇所等の共同点検を実施している。

・県河川については要請があれば参加を検討。

【重要水防箇所】
・R3.5.20 塩谷町、消防署、警察署、水防団等と合同点検を実施　他8件　《久》
・R3.5.24 日光市、消防署と合同点検を実施　他6件　《鬼》
・R3.5.26 佐野市、消防署と合同点検を実施　他2件　《渡》
・R3.5.27 栃木市、消防署と合同点検を実施　他5件　《利》
【土砂災害危険箇所】
・R3.6.9 矢板市、警察署、消防署と合同点検を実施　他8件　《久》
・R3.6.17 鹿沼市、警察署、消防署と合同点検を実施　他3件　《利》
・R3.6.21 芳賀町、警察署、消防署と合同点検を実施　他4件　《鬼》
・R3.6.30 栃木市、警察署、消防署と合同点検を実施　他3件　《渡》

・関係機関による水防訓練の実施 ・消防団による水防訓練の実施【毎年】 ・消防署、消防団と連携した水防訓練の実施

・防災訓練の実施（避難訓練、避難所物資輸送
訓練、炊き出し訓練等）
例年上記の訓練を実施しているが、感染症対策の
ため実施を見送り。

・消防署、消防団と連携した水防訓練の実施

・防災訓練の実施（避難訓練、避難所物資輸送
訓練、炊き出し訓練等）
例年上記の訓練を実施しているが、感染症対策の
ため実施を見送り。

・消防署、消防団と連携した水防訓練の実施【毎
年】

・水防訓練の実施
【H28年度～毎年】

従来どおり継続して訓練を実施
【実施済】

・毎年、自治体等の水防訓練や防災訓練に参加しているが、令和3年度はコロナウィ
ルス感染防止のための措置がとられている。令和4年度も計画に基づき参加する予
定。

・R3.6.22　合同情報伝達訓練
・R3.7.9　栃木県・市貝町防災図上訓練
・R3.8.29 栃木県・佐野市総合防災訓練：新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より中止

特になし ・水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・
指定促進していく。【H28年度～】

・水防活動の担い手となる消防団の募集を行う
【随時】

・水防活動の担い手となる消防団の募集を行う
【随時】

消防団員の活動をPRし加入促進を図る【平成２９
年度～】

・水防協力団体の募集・指定を推進していく。
【H28年度～】

既存の体制強化と併せて募集・指定の促進を図る
【Ｈ29年度～】

・R3.10.12　河川法の改正に基づき、那珂川水系・利根川水系鬼怒川・利根川水系
ダム洪水調節機能協議会に参画した。


